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唐
都
長
安
城
の
坊
制
に
関
し
て
は
、
古
今
の
す
ぐ
れ
た
先
学
に
よ
り
、
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
お
る
Q
。
戦
後
で
は
平
岡
武
夫
教
授
「
唐
代

の
長
安
と
洛
陽
」
　
（
京
大
人
文
科
学
研
究
所
）
、
宮
崎
市
定
博
士
の
「
漢
医
の
里
制
と
勢
望
の
坊
制
」
　
（
東
洋
史
研
究
一
＝
1
三
）
、
曾
我
部
静
雄

博
士
の
「
中
国
及
び
古
代
日
本
に
お
け
る
郷
村
形
態
の
変
遷
」
、
最
近
で
は
日
野
開
三
郎
博
士
の
「
唐
代
価
店
の
研
究
」
な
ど
に
よ
り
、
こ
の
制
度

の
成
立
か
ら
変
遷
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
一
応
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
っ
て
磁
か
ろ
う
。
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唐
都
長
安
城
の
坊
制
に
関
し
て
は
、
古
今
の
す
ぐ
れ
た
先
学
忙
よ

b
、
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
治
る
ん
は
o

戦
後
で
は
平
岡
武
夫
教
授
「
唐
代

り
長
安
と
洛
陽
」
(
京
大
人
文
科
学
研
究
所
)
、
宮
崎
市
定
博
士
の
「
漢
代
の
里
制
と
唐
代
の
坊
制
」
(
東
洋
史
研
究
二
一

l
一
号
、
曾
我
部
静
雄

博
士
の
「
中
国
及
び
古
代
日
本

k
h
v
け
る
郷
村
形
態
む
変
遷
」
、
最
近
で
は
日
野
開
三
郎
博
士
の
「
唐
代
邸
唐
の
研
究
」
左
ど
に
よ

b
、
ζ

の
制
度

の
成
立
か
ら
変
遷
の
す
べ
て

K
わ
た
っ
て
一
応
明
ら
か

K
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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機
構
（
室
永
）

　
こ
う
い
う
諸
先
学
の
論
考
か
ら
、
多
く
の
示
唆
を
受
け
な
が
ら
、
私
は
本
稿
で
望
都
長
安
の
坊
制
と
治
安
機
構
と
を
再
検
討
し
、
ま
た
そ
の
作
業
幻
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を
通
じ
て
知
ら
れ
る
、
唐
都
長
安
の
治
安
体
制
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
ま
ず
坊
制
に
関
す
る
最
も
基
本

的
な
規
定
で
あ
る
里
正
と
坊
正
の
警
察
的
職
掌
に
つ
い
て
基
礎
的
な
考
察
を
試
み
、
そ
の
結
果
と
、
唐
中
期
以
後
の
長
安
城
自
体
の
発
展
、
兵
制
・

役
制
の
変
質
化
な
ど
が
前
提
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
巡
使
・
上
使
・
神
策
軍
巡
警
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
長
安
城
の
治
安

行
政
運
営
の
実
態
を
解
明
し
た
い
と
思
う
。
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禁

　
長
安
城
内
の
都
市
区
画
で
あ
る
坊
は
、
宮
城
と
皇
城
が
中
央
の
北
寄
り
に
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
東
西
及
び
南
側
に
あ
っ
た
。
文
献
に
よ
れ
ば
、
坊
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は
時
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若
干
の
増
減
は
あ
っ
た
が
、
大
き
な
変
化
は
な
く
、
大
体
百
十
を
前
後
し
た
＠
。
坊
の
面
積
は
、
大
中
小
数
段
に
分
れ
て
い
た
。
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発
掘
調
査
の
結
果
を
み
る
と
、
部
分
の
こ
ま
ご
ま
し
い
相
違
に
拘
ら
ず
、
全
体
と
し
て
の
形
は
ほ
ぼ
似
て
い
る
侮
。
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の
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で
、
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士
は
一
坊
の
可
容
戸
数
を
概
算
さ
れ
て
、
普
遍
型
の
坊
内
に
は
五
千
余
家
、
最
大
型
で
は
八
千
家
を
容
れ
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
但
。

こ
れ
は
中
小
の
州
城
に
も
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
各
坊
は
防
壁
で
取
り
巻
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
坊
堵
・
坊
下
等
と
い
う
。
坊
の
入
口
は
単
位
の
中
央
に
開
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
坊
門
で

坊
の
大
小
に
よ
っ
て
二
葉
か
四
門
の
違
い
が
あ
っ
た
。
坊
門
に
は
そ
の
坊
の
名
額
が
掲
げ
て
あ
っ
た
。
坊
内
に
轍
坊
門
を
結
ぶ
道
路
が
通
じ
て
お
り

こ
れ
を
巷
・
煙
毒
と
い
っ
た
。
四
門
の
も
の
は
十
字
街
が
通
じ
、
愚
暗
の
場
合
は
、
東
西
に
横
街
が
通
じ
る
こ
と
と
な
る
。
十
字
街
或
い
は
横
街
を

標
準
と
し
て
、
更
に
多
く
の
道
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
を
路
曲
・
曲
と
い
っ
た
。
路
曲
が
縦
横
に
交
叉
し
て
、
坊
内
は
路
曲
に
囲
ま
れ
た
小
坊
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
う
べ
き
小
地
区
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
も
曲
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
曲
が
更
に
住
民
の
住
宅
地
と
し
て
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
み
侮
。
実

測
の
結
果
で
は
、
坊
培
は
、
土
を
用
い
版
築
で
造
ら
れ
て
誇
り
、
基
底
の
幅
は
二
・
五
米
～
三
米
、
高
さ
は
崩
れ
て
い
て
不
明
。
十
字
街
の
街
幅
ぱ

一
五
米
位
と
い
う
。
坊
内
の
街
路
で
は
水
溝
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
坊
塙
の
高
さ
は
記
録
が
な
い
た
め
明
ら
か
で
な
い
が
、
長
安
の
外
郭
城
、
即
ち
京
城
よ
り
高
く
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
京
城

の
高
さ
は
、
丈
献
に
よ
れ
ば
一
翼
八
尺
（
五
．
・
，
二
九
米
）
と
あ
り
、
皇
城
・
宮
城
の
三
二
五
尺
（
一
〇
・
二
九
米
）
よ
り
も
遙
か
に
低
い
。
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方
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十
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街
の
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は

一
五
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内
む
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路
で
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水
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は
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、
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で
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い
が
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、
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ち
京
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よ
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の
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文
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に
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あ
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州
城
で
も
高
さ
下
図
（
一
一
・
七
六
米
）
近
く
は
あ
る
か
ら
⑯
、
長
安
の
京
城
は
軍
事
的
に
役
に
立
つ
高
さ
で
は
な
い
。
そ
の
基
底
は
、
調
査
に
よ

る
と
、
城
門
が
あ
る
所
で
は
幅
二
〇
米
近
く
あ
る
が
、
多
く
は
九
～
一
二
米
で
、
三
～
五
米
の
所
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。
従
っ
て
、
坊
培
の
基
底

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
幅
が
京
城
の
最
小
の
数
値
に
近
い
こ
と
か
ら
推
し
て
、
坊
培
の
高
さ
は
、
京
城
に
等
し
い
か
や
や
低
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
α
。

　
坊
培
の
内
側
に
は
、
塙
に
沿
っ
て
路
が
あ
り
、
坊
培
の
外
側
、
即
ち
大
街
に
面
し
た
方
は
、
全
て
各
大
忌
の
水
溝
（
朱
雀
大
野
で
は
口
幅
三
．
三

米
、
底
幅
こ
・
三
米
、
深
さ
｝
・
七
米
）
の
近
く
に
造
ら
れ
、
溝
と
の
距
離
は
大
体
一
・
五
米
～
二
米
余
と
な
っ
て
い
る
。
坊
培
は
大
街
路
と
は
水

溝
で
隔
て
ら
れ
、
車
馬
に
よ
る
破
損
か
ら
免
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
．
た
p

　
と
こ
ろ
で
、
坊
は
城
内
の
行
政
単
位
で
あ
る
。
従
っ
て
、
坊
培
は
坊
の
内
外
の
行
政
区
域
を
明
示
す
る
標
識
で
あ
っ
た
か
ら
、
坊
培
に
は
法
的
な

威
力
が
賦
与
せ
ら
れ
て
い
た
。
唐
律
疏
議
巻
八
衛
禁
の
「
越
官
府
癬
垣
」
の
律
文
に
、

　
　
越
官
府
癬
垣
。
及
坊
市
垣
離
者
。
杖
七
十
。
侵
壊
者
。
亦
如
之
。

と
あ
っ
て
、
坊
培
を
乗
越
え
る
罪
ば
、
官
府
の
癬
垣
を
越
え
る
罪
に
相
当
し
、
坊
塘
の
侵
壊
屯
同
じ
く
、
杖
七
十
、
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

　
こ
う
し
た
律
に
規
定
す
る
刑
は
、
実
質
的
に
は
坊
の
保
全
と
治
安
警
防
の
た
め
運
用
せ
ら
れ
た
と
思
う
。
だ
か
ら
坊
内
の
住
民
は
巷
曲
に
面
し
て

家
の
門
を
造
っ
て
お
り
、
坊
外
へ
は
巷
曲
よ
り
坊
門
を
経
由
し
な
け
れ
ば
大
上
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
例
外
が
あ
り
、
坊
培
に
門
を
設
け
て
、

大
街
へ
直
接
出
入
で
き
る
家
を
持
ち
え
た
の
は
、
三
品
以
上
の
屋
敷
や
寺
観
で
、
そ
の
後
に
坊
内
三
絶
と
い
わ
れ
た
家
も
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
ら
例
外
の
規
定
が
誘
因
と
な
っ
て
、
唐
中
期
以
後
に
坊
培
破
壊
の
傾
向
が
み
え
て
く
る
こ
と
は
、
既
に
宮
崎
博
士
が
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
⑱
。

　
さ
て
、
坊
門
が
住
民
に
と
り
唯
一
の
出
入
口
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
開
閉
の
法
禁
は
日
常
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
唐
律
疏
議
巻
二

六
想
望
の
「
翌
夜
」
の
律
文
に
対
す
る
疏
議
に
よ
れ
ば
、
坊
門
の
開
閉
は
、
京
城
門
の
開
閉
に
従
っ
た
と
い
う
。
い
ま
坊
門
が
閉
ざ
さ
れ
る
場
合
を

み
る
と
、
宮
城
正
門
の
承
天
塗
上
で
打
た
れ
る
想
望
が
鳴
り
終
る
と
、
京
城
門
が
閉
ざ
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
更
に
街
鼓
が
六
百
槌
（
約
四
五
分
間
）

打
ち
続
け
ら
れ
、
そ
れ
が
止
む
と
坊
門
が
閉
ざ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
坊
門
が
閉
ざ
さ
れ
る
と
、
坊
内
で
の
歩
行
は
餐
め
ら
れ
な
い
が
、
大
極
で
の
歩

行
は
、
公
用
で
あ
る
文
章
を
持
つ
者
、
県
の
文
牒
を
も
ら
っ
て
い
る
婚
嫁
の
者
、
坊
の
文
牒
を
持
っ
た
喪
病
や
医
薬
を
求
め
に
行
く
よ
う
な
者
以
外

は
、
　
「
犯
夜
」
と
し
て
答
二
十
の
刑
を
加
え
ら
れ
た
。
い
ま
、
そ
の
一
例
を
示
せ
ば
、
太
平
広
記
　
巻
二
五
四
　
嘲
請
部
・
劉
行
敏
の
項
に
、
啓
顔

　
へ
録
に
出
ず
と
し
て
、

　
　
唐
有
姓
崔
。
飲
酒
帰
単
果
。
被
武
候
（
金
吾
衛
）
執
縛
。
五
更
初
。
猶
未
解
。
長
安
霊
寺
行
敏
。
鼓
画
筆
向
隣
。
至
心
首
逢
之
。
始
与
解
縛
。
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、
同
町

州
城
で
も
高
さ
四
丈
(
一
一
・
七
六
米
)
近
く
は
あ
る
か
ら

l
、
長
安
の
京
城
は
軍
事
的
K
役

K
立
つ
高
さ
で
は
左
い
。
そ
の
基
底
は
、
調
査

K
よ

る
と
、
城
門
が
あ
る
所
で
は
幅
二

O
米
近
く
あ
る
が
、
多
く
は
九

t
一
二
米
で
、
三

t
五
米
の
所
も
少
左
〈
左
い
と
い
う
。
従
っ
て
、
坊
塘
の
基
底

の
幅
が
京
城
の
最
小
の
数
値

K
近
い
こ
と
か
ら
推
し
て
、
坊
塘
の
高
さ
は
、
京
城
に
等
し
い
か
や
や
低
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
的
。

坊
塘
の
内
側

K
は
、
塘

K
沿
っ
て
路
が
あ

b
、
坊
堵
の
外
側
、
即
ち
大
街

K
面
し
た
方
は
、
全
て
各
大
街
の
水
溝
(
朱
雀
大
街
で
は
口
幅
三
・
三

米
、
底
幅
二
・
三
米
、
深
さ
一
・
七
米
)
の
近
〈

K
造
ら
れ
、
溝
と
の
距
離
は
大
体
一
・
五
米
I
ニ
米
余
と
在
っ
て
い
る
。
坊
植
は
大
街
路
と
は
水

溝
で
隔
て
ら
れ
、
車
馬

K
よ
る
破
損
か
ら
免
れ
る
よ
う

K
在
っ
て
い
た
P

と
と
ろ
で
、
坊
は
城
内
の
行
政
単
位
で
あ
る
。
従
っ
て
、
坊
塘
は
坊
の
内
外
の
行
政
区
域
を
明
示
す
る
標
識
で
あ
っ
た
か
ら
、
坊
塘

K
は
法
的
左

威
力
が
賦
与
せ
ら
れ
て
い
た
。
唐
律
疏
議
巻
八
衛
禁
の
「
越
官
府
癖
垣
」
の
律
文

K
、

越
官
府
解
垣
。
及
坊
市
垣
鱗
者
。
杖
七
十
。
侵
壊
者
。
亦
如
之
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と
あ
っ
て
、
坊
塘
を
乗
越
え
る
罪
は
、
官
府
の
癖
垣
を
越
え
る
罪

K
相
当
し
、
坊
塘
の
侵
壊
も
同
じ
く
、
杖
七
十
¥
の
刑

K
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

と
う
し
た
律
K
規
定
す
る
刑
は
、
実
質
的
に
は
坊
の
保
全
と
治
安
警
防
の
た
め
運
用
せ
ら
れ
た
と
思
う
。
だ
か
ら
坊
内
の
住
民
は
巷
曲

K
面
し
て

家
の
門
を
造
っ
て

-
b
b
、
坊
外
へ
は
巷
曲
よ
h
y
坊
門
を
経
由
し
左
け
れ
ば
大
街

K
出
ら
れ
左
か
っ
た
。
た
だ
例
外
が
あ

b
、
坊
塘

K
門
を
設
け
て
、

大
街
へ
直
接
出
入
で
き
る
家
を
持
ち
え
た
の
は
、
=
一
品
以
上
の
屋
敷
や
寺
観
で
、
そ
の
後

K
坊
内
三
絶
と
い
わ
れ
た
家
も
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、

と
れ
ら
例
外
の
規
定
が
誘
因
と
在
っ
て
、
唐
中
期
以
後

K
坊
塘
破
壊
C
傾
向
が
み
え
て
く
る
と
と
は
、
既

K
宮
崎
博
士
が
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
ん
ゆ
o

さ
て
、
坊
門
が
住
民

K
と
h
y
唯
一
の
出
入
口
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
開
閉
の
法
禁
は
日
常
生
活

K
大
き
左
影
響
を
与
え
て
い
た
。
唐
律
疏
議
巻
二

六
雑
律
の
「
犯
夜
」
の
律
文
に
対
す
る
疏
議

K
よ
れ
ば
、
坊
門
の
開
閉
は
、
京
城
門
の
開
閉

K
従
っ
た
と
い
う
。
い
ま
坊
門
が
閉
ざ
さ
れ
る
場
合
を

み
る
と
、
宮
城
正
門
の
承
天
門
上
で
打
た
れ
る
夜
鼓
が
鳴

b
終
る
と
、
京
城
門
が
閉
ざ
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
更

K
街
鼓
が
六
百
槌
(
約
四
五
分
間
)

打
ち
続
け
ら
れ
、
そ
れ
が
止
む
と
坊
門
が
閉
ざ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
坊
門
が
閉
ざ
さ
れ
る
と
、
坊
内
で
の
歩
行
は
各
め
ら
れ
ま
い
が
、
大
街
で
の
歩

行
は
、
公
用
で
あ
る
文
牒
を
持
つ
者
、
県
の
文
牒
を
も
ら
っ
て
い
る
婚
嫁
む
者
、
坊
の
文
牒
を
持
っ
た
喪
病
や
医
薬
を
求
め

K
行
く
よ
う
左
者
以
外

は
、
「
犯
夜
」
と
し
て
答
二
十
の
刑
を
加
え
ら
れ
た
。
い
ま
、
そ
の
一
例
を
示
せ
ば
、
太
平
広
記
巻
こ
五
四
噸
諮
部
・
劉
行
敏
の
項

K
、
啓
顔

録
に
出
ず
と
し
て
、

唐
有
姓
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。
飲
酒
帰
犯
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。
被
武
候
(
金
吾
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執
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。
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更
初
。
猶
未
解
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長
安
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劉
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。
鼓
声
動
向
朝
。
至
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と
あ
り
、
金
吾
衛
に
よ
っ
て
捕
縛
さ
れ
た
。
金
吾
衛
は
長
安
城
の
警
備
を
職
務
と
し
た
禁
軍
で
、
京
城
門
の
楼
門
に
あ
る
助
鋪
と
街
鋪
と
に
兵
卒
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を
配
置
し
て
い
た
。
犯
夜
を
取
締
っ
た
の
は
街
鋪
の
兵
卒
で
あ
る
。
街
鋪
は
「
分
室
立
鋪
⑲
」
と
か
「
街
隅
」
・
「
十
字
街
側
U
」
に
あ
っ
た
と
い

う
か
ら
、
大
毒
の
交
叉
点
の
隅
に
建
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
街
鋪
に
鼓
が
あ
り
、
こ
れ
が
街
鼓
と
い
わ
れ
た
。
読
会
要
　
巻
八
一
・
十
二

衛
・
宝
応
元
年
十
月
二
十
入
日
の
条
に
、

　
　
左
金
吾
将
軍
減
希
曇
奏
。
諸
街
鋪
鼓
。
比
来
依
漏
刻
発
声
。
従
朝
堂
発
区
処
。
云
云
。

と
あ
っ
て
、
街
鋪
の
兵
卒
に
よ
っ
て
打
た
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。

　
日
野
博
士
は
、
街
鼓
に
関
す
る
詩
文
が
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
城
坊
の
門
傍
に
憩
食
の
売
餅
店
や
売
漿
店
が
多
く
で
き
て
い
た
こ
と
は

葛
煮
の
禁
の
所
産
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
禁
が
存
続
し
て
い
る
限
り
坊
制
も
保
た
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
坊
制
が
唐
末
ま
で
よ
く
保
持
せ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

い
た
こ
と
を
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
血
・
。
眠
確
か
に
唐
中
期
以
後
、
地
域
に
よ
っ
て
は
坊
塙
の
破
壊
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
長
安
城
全
体
と
し

て
は
、
未
だ
坊
培
・
坊
門
は
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
論
、
坊
門
の
開
閉
が
特
別
に
行
わ
れ
た
例
と
し
て
は
、
全
唐
文
　
巻
三
二
　
玄
宗
・
令
正
月
夜
赤
坊
市
門
詔
に
、

　
　
上
略
。
自
今
巳
後
毎
至
正
月
改
取
十
七
・
十
八
・
十
九
夜
爪
坊
市
門
。
伍
永
為
常
式
。

と
あ
り
、
上
元
の
張
扇
行
事
に
坊
市
門
が
終
夜
開
け
放
た
れ
た
。
ま
た
、
資
治
通
鑑
巻
芯
〇
八
唐
紀
・
中
宗
・
神
語
元
年
八
月
戊
申
の
二
胡
註

に
、　
　
唐
制
。
久
雨
則
閉
坊
市
北
門
。
以
祈
晴
。

と
あ
り
、
晴
天
を
祈
濤
す
る
際
に
は
、
坊
市
の
北
門
が
閉
ざ
さ
れ
た
。

　
　
　
皿
　
坊
正
と
里
正

　
長
安
城
は
萬
年
・
長
安
の
二
県
に
分
汚
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
県
界
を
な
し
て
い
た
の
は
朱
雀
大
閤
で
あ
る
。
城
内
は
、
こ
の
大
饗
を
基
準
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ

し
て
東
西
に
分
た
れ
、
街
東
の
五
四
坊
・
東
市
を
萬
年
県
令
、
街
西
の
五
四
坊
・
西
市
を
長
安
県
令
が
管
轄
し
、
こ
れ
を
京
兆
歩
が
総
べ
て
い
た
O
。

両
県
令
管
下
の
獣
畜
に
は
官
は
置
か
れ
ず
、
官
製
的
な
自
治
組
織
に
よ
っ
て
運
営
せ
ら
れ
た
。
通
典
巻
三
三
職
官
・
郷
官
の
項
に
、

　
　
大
唐
。
凡
百
戸
為
一
里
。
里
子
正
一
入
。
五
里
為
一
郷
。
郷
置
誉
老
一
人
。
以
誉
年
工
専
。
県
補
之
。
亦
日
父
老
。
貞
観
九
年
。
毎
郷
置
長
一
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と
あ

b
、
金
吾
衛
に
よ
っ
て
捕
縛
さ
れ
た
。
金
吾
衛
は
長
安
城
の
警
備
を
職
務
と
し
た
禁
軍
で
、
京
城
門
の
楼
門
に
あ
る
助
糊
と
街
鋪
と

K
兵
卒

を
配
置
し
て
い
た
。
犯
夜
を
取
締
っ
た
の
は
街
鋪
の
兵
卒
で
あ
る
。
街
鋪
は
「
分
街
立
鋪
ゅ
」
と
か
「
街
隅
」
・
「
十
字
街
側
mw
」
に
あ
っ
た
と
い

う
か
ら
、
大
街
の
交
叉
点
。
隅
に
建
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
街
鋪
に
鼓
が
あ

b
、
と
れ
が
街
鼓
と
い
わ
れ
た
。
唐
会
要
巻
八
一
・
十
二

衛
・
宝
応
元
年
十
月
二
十
八
日
の
条
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、

左
金
吾
将
軍
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希
曇
奏
。
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街
鋪
鼓
。
比
来
依
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刻
発
声
。
従
朝
堂
発
達
処
。
云
云
。

と
あ
っ
て
、
街
錨
の
兵
卒
K
よ
っ
て
打
た
れ
て
い
た
と
と
を
知
る
。

日
野
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は
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街
鼓
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関
す
る
詩
文
が
数
多
く
見
ら
れ
る
と
と
、
ま
た
、
城
坊
の
門
傍
に
憩
食
の
売
餅
応
や
売
疑
応
が
多
く
で
き
て
い
た
ζ

と
は

犯
夜
の
禁
の
所
産
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外
在
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い
か
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と
の
禁
が
存
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し
て
い
る
限

b
坊
制
も
保
た
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
坊
制
が
唐
末
ま
で
よ
く
保
持
せ
ら
れ
て

、引
H
ヲ

い
た
と
と
を
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る

aJ確
か
に
唐
中
期
以
後
、
地
域
に
よ
っ
て
は
坊
塘
の
破
壊
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
左
つ
で
も
、
長
安
城
全
体
と
し

て
は
、
未
だ
坊
靖
・
坊
門
は
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

左
争
、
坊
門
の
開
閉
が
特
別

K
行
わ
れ
た
例
と
し
て
は
、
全
麿
文
巻
三
二
玄
宗
・
令
正
月
夜
開
坊
市
門
詔

K
、

上
略
。
自
今
巳
後
毎
至
正
月
改
取
十
七
・
十
八
・
十
九
夜
開
坊
市
門
。
の
永
為
常
式
。

と
あ
h
y
、
上
元
の
張
燈
行
事
に
坊
市
門
が
終
夜
開
け
放
た
れ
た
。
ま
た
、
資
治
通
鑑

κ、

巻
二

O
八

唐
紀
・
中
宗
・
神
龍
元
年
八
月
戊
申
の
条
剖
註

唐
制
。
久
雨
則
閉
坊
市
北
門
。
以
祈
情
。

と
あ
h
y
、
晴
天
を
祈
祷
す
る
際

K
は
、
坊
市
の
北
門
が
閉
ざ
さ
れ
た
。

E

坊

正

と

皇

正

長
安
城
は
高
年
・
長
安
の
二
県

K
八
万
領
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
県
界
を
左
し
て
い
た
り
は
朱
雀
大
街
で
あ
る
o

城
内
は
、

ζ

の
大
街
を
基
準

M

し
て
東
西

K
分
た
れ
、
街
東
の
五
因
坊
・
東
市
を
蔦
年
県
令
、
街
西
の
五
四
坊
・
西
市
を
長
安
県
令
が
管
轄
し
、
と
れ
を
京
兆
ヰ
ア
が
総
べ
て
い
た

'po

両

県

令

管

下

の

各

坊

K
は
官
は
置
か
れ
ず
、
官
製
的
左
自
治
組
織
に
よ
っ
て
運
営
せ
ら
れ
た
。
通
典
巻
三
三
職
官
・
郷
官
の
項
K
、

大
唐
。
凡
百
戸
為
一
旦
一
一
。
星
置
正
一
人
。
五
里
為
一
郷
。
郷
置
者
老
一
人
。
以
香
年
平
謹
。
県
補
之
。
亦
日
父
老
。
貞
観
九
年
。
毎
郷
置
長
一



　
　
人
・
佐
二
人
。
至
十
五
年
省
。
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と
あ
り
、
百
家
ご
と
に
里
、
五
百
家
を
郷
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
里
・
郷
の
区
画
を
受
け
“
、
里
に
は
里
正
が
お
か
れ
た
が
、
郷
に
は
唐
初
、
誉
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

郷
長
・
郷
佐
な
ど
と
称
す
る
郷
官
が
置
か
れ
た
も
の
の
、
太
宗
の
貞
観
十
五
年
に
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
．
“
。
同
書
巻
三
食
貨
・
郷
党
の
項
に
よ
れ
ば

　
　
大
唐
令
。
諸
戸
以
百
戸
為
里
。
五
里
為
替
。
四
家
為
隣
。
五
家
為
保
。
豊
里
連
繋
」
人
。
掌
按
比
戸
口
。
課
植
農
桑
。
検
察
非
違
。
催
駆
賦
役
。

　
　
在
邑
居
者
。
為
坊
。
別
置
正
一
人
。
掌
坊
門
管
理
。
督
獣
姦
非
。
終
漁
其
課
役
。
迫
田
野
曝
為
村
。
別
置
村
正
一
人
。
野
村
満
百
家
。
増
置
一

　
　
人
。
掌
同
坊
正
。
云
云
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

と
あ
っ
て
、
唐
琴
の
郷
里
制
、
隣
保
制
及
び
里
正
と
避
難
・
村
正
の
職
掌
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
隣
保
制
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
宮
崎
・
増
村
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

先
学
の
説
を
決
定
的
な
も
の
と
み
る
血
・
。
従
っ
て
、
一
般
行
政
は
五
家
の
保
を
積
み
上
げ
た
百
家
の
里
を
単
位
と
し
て
実
施
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

里
正
の
職
掌
は
、
等
比
戸
口
・
課
業
農
桑
・
催
駆
賦
役
の
経
済
財
政
的
な
も
の
と
検
察
非
違
の
警
察
的
職
務
を
も
有
す
る
な
ど
末
端
行
政
事
務
の
一

切
を
掌
っ
て
い
た
。
ま
た
、
城
邑
の
坊
に
は
坊
正
一
人
が
澄
か
れ
、
そ
の
職
掌
は
坊
門
平
平
・
馬
蝉
駄
馬
と
い
う
特
殊
な
職
務
を
有
し
た
。

　
日
野
博
士
が
坊
の
人
口
の
充
実
過
程
を
実
証
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
武
装
の
時
代
に
は
住
民
は
城
市
と
そ
の
近
坊
に
集
中
し
て
、

そ
れ
ら
の
坊
内
の
住
民
密
度
が
極
め
て
高
か
っ
た
の
に
対
し
、
遠
市
の
諸
坊
は
、
玄
宗
の
開
元
十
年
頃
ま
で
、
坊
内
と
い
う
も
郊
野
と
変
ら
ぬ
住
民

空
陸
の
地
で
あ
り
、
蝿
叩
と
も
住
民
が
著
し
く
混
ん
で
く
る
の
は
、
元
和
・
長
吟
の
頃
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
頃
に
な
る
と
、
最
小
型
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

坊
で
さ
え
概
ね
千
家
を
越
え
、
　
一
般
の
諸
坊
は
、
概
ね
千
草
百
家
乃
至
二
千
家
以
上
を
包
有
し
て
い
た
と
推
定
せ
ら
れ
て
い
る
α
。
す
る
と
、
　
一
坊

の
里
数
は
相
当
数
に
な
り
、
里
馬
の
数
は
そ
の
数
だ
け
置
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
坊
正
は
一
坊
に
只
｝
人
で
し
か
な
い
。
宮
崎
博
士

は
里
正
も
坊
正
も
民
戸
の
有
力
丁
男
か
ら
役
と
し
て
選
ば
れ
る
が
、
　
一
飛
に
一
人
の
坊
正
よ
り
も
数
人
の
存
在
を
予
想
さ
れ
る
早
出
の
方
が
重
き
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

な
す
も
の
で
、
こ
れ
は
国
政
が
警
察
よ
り
も
財
政
を
優
先
せ
し
め
た
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
α
。

　
で
は
、
数
千
家
を
包
有
す
る
坊
の
坊
正
の
性
格
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
黒
黒
の
性
格
は
、
令
制
に
み
え
る
そ

の
職
掌
が
村
正
と
同
一
な
る
の
に
捉
わ
れ
て
、
郊
外
の
半
靴
に
対
応
す
る
意
味
で
の
都
市
の
坊
正
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
長
安
城
の

如
き
多
数
の
家
数
を
擁
す
る
坊
里
の
生
活
と
、
三
・
五
十
家
の
小
さ
な
村
落
の
生
活
と
を
同
一
に
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
例
え
ば
、
令
制
に
従

う
と
、
長
姦
で
は
一
坊
量
正
姦
名
繁
る
の
に
、
坊
正
は
聖
天
で
あ
る
。
芳
、
郊
外
の
村
落
で
は
、
戸
数
が
種
々
で
あ
り
、
大
き
い
村
の

に
な
る
と
一
里
以
上
の
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
普
通
は
百
家
一
里
の
中
に
は
数
村
が
含
ま
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
か
ら
、
里
正
一
人
に
村
正
（

　
唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
（
室
永
）

人
・
佐
二
人
。
至
十
五
年
省
。

d
q
 

と
あ
h
y
、
百
家
ど
と
に
皇
、
五
百
家
を
郷
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
里
・
郷
の
区
画
を
受
け
。
、
呈

K
は
呈
正
が
な
か
れ
た
が
、
郷

K
は
唐
初
、
香
老

A
切，

郷
長
・
郷
佐
左
ど
と
称
す
る
郷
官
が
置
か
れ
た
も
の
の
、
太
宗
の
貞
観
十
五
年

K
廃
止
さ
れ
た
と
い
う

4
0
同
書
巻
三
食
貨
・
郷
党
の
項
に
よ
れ
ば

大
唐
令
。
諸
戸
以
百
戸
為
星
。
五
里
為
郷
。
四
家
為
隣
。
五
家
為
保
。
毎
里
置
正
一
人
。
掌
按
比
戸
口
。
謀
植
農
桑
。
検
察
非
違
。
催
駆
賦
役
。

在
邑
居
者
。
，
為
坊
。
別
置
正
一
人
。
掌
坊
門
管
鋪
。
督
察
姦
非
。
並
免
其
謀
役
。
在
日
野
者
為
村
。
別
置
村
正
一
人
。
其
村
満
百
家
。
増
置
一

人

。

掌

同

坊

正

。

云

云

。

一

と
あ
っ
て
、
唐
令
の
郷
里
制
、
隣
保
制
及
び
里
正
と
坊
正
・
村
正
の
職
掌

K
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
隣
保
制
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
宮
崎
・
増
村
両

、時叫，

先
学
の
説
を
決
定
的
左
も
の
と
み
る
。
。
従
っ
て
、
一
般
行
政
は
五
家
の
保
を
積
み
上
げ
た
百
家
の
里
を
単
位
と
し
て
実
施
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

里
正
の
職
掌
は
、
按
比
戸
口
・
謀
植
農
桑
・
催
駆
賦
役
の
経
済
財
政
的
左
も
の
と
検
察
非
違
の
警
察
的
職
務
を
も
有
す
る
を
ど
末
端
行
政
事
務
の
一

切
を
掌
っ
て
い
た
。
ま
た
、
城
邑
む
坊
に
は
坊
正
一
人
が
恥
か
れ
、
そ
の
職
掌
は
坊
門
管
鎗
・
督
察
姦
非
と
い
う
特
殊
左
職
務
を
有
し
た
。

日
野
博
士
が
坊
の
人
口
の
充
実
過
程
を
実
証
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

K
よ
る
と
、
武
后
の
時
代
に
は
住
民
は
城
市
と
そ
の
近
坊

K
'集
中
し
て
、

そ
れ
ら
の
坊
内
の
住
民
密
度
が
極
め
て
高
か
っ
た
の
に
対
し
、
遠
市
の
諸
坊
は
、
玄
宗
の
開
元
十
年
頃
ま
で
、
坊
内
と
い
う
も
郊
野
と
変
ら
ぬ
住
民

空
疏
の
地
で
あ
h
y
、
全
坊
と
も
住
民
が
著
し
く
、
咽
悩
ん
で
く
る
の
は
、
元
和
・
長
慶
の
頃
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
と
の
頃

K
左
る
と
、
最
小
型
C

Aωγ 

坊
で
さ
え
概
ね
千
家
を
越
え
、
一
般
の
諸
坊
は
、
概
ね
千
数
百
家
乃
至
二
千
家
以
上
を
包
有
し
て
い
た
と
推
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
。
す
る
と
、
一
坊

の
里
数
は
相
当
数
に
な

b
、
皇
正
の
数
は
そ
の
数
だ
け
置
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

K
対
し
、
坊
正
は
一
坊

K
只
一
人
で
し
か
左
い
。
宮
崎
博
士

は
里
正
も
坊
正
も
民
戸
の
有
力
丁
男
か
ら
役
と
し
て
選
ば
れ
る
が
、
一
坊

K
一
人
の
坊
正
よ
h
y
も
数
人
の
存
在
を
予
想
さ
れ
る
里
正
の
方
が
重
き
を

左
す
も
の
で
、
と
れ
は
国
政
が
警
察
よ

D
も
財
政
を
優
先
せ
し
め
た
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
帥
o

で
は
、
数
千
家
を
包
有
す
る
坊
の
坊
正
の
性
格
は
、
ど
の
よ
う
左
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
れ
ま
で
坊
正
の
性
格
は
、
令
制

K
み
え
る
そ

の
職
掌
が
村
正
と
同
一
な
る
の

K
捉
わ
れ
て
、
郊
外
む
村
正

K
対
応
す
る
意
味
で
む
都
市
の
坊
正
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
長
安
城
の

如
き
多
数
の
家
数
を
擁
す
る
坊
里
の
生
活
と
、
三
・
五
十
家
の
小
さ
左
村
落
の
生
活
と
を
同
一

K
論
ず
る
こ
と
は
出
来
左
い
。
例
え
ば
、
令
制

K
従

う
と
、
長
安
城
で
は
一
坊

K
里
正
が
数
名
は
会
る
む
に
、
坊
正
は
只
一
人
で
あ
る
。
一
方
、
郊
外
の
村
落
で
は
、
戸
数
が
種
々
で
あ

b
、

大

き

い

村

)

K
在
る
と
一
星
以
上
の
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
普
通
は
百
家
一
里
の
中

K
は
数
村
が
含
ま
れ
る
も
の
が
少
左
く
左
い
か
ら
、
里
正
一
人

K
村
正

'W

唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
(
室
、
丞



　
唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
講
（
室
永
　

…
数
名
と
な
る
㈹
。
こ
う
し
た
実
態
か
ら
も
、
広
大
な
長
安
城
の
甘
薯
の
職
掌
は
村
正
と
は
全
く
別
の
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
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の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
に
少
し
く
坊
正
の
職
掌
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
基
礎
的
な
事
実
の
確
定
の
み
を

行
う
に
止
め
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
後
節
で
改
め
て
包
括
的
に
取
扱
う
こ
と
と
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

　
令
に
よ
る
と
、
方
正
の
職
掌
は
、
ま
ず
「
掌
坊
門
管
鋪
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
坊
の
門
扉
の
錠
前
の
鍵
を
保
管
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
京
城
門
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ

鍵
を
保
管
し
た
門
下
省
の
城
門
郎
は
、
京
城
門
の
開
閉
に
も
当
っ
て
い
た
か
ら
α
、
坊
正
も
坊
門
の
鍵
の
保
管
と
と
も
に
、
そ
の
開
閉
に
も
当
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
唐
律
疏
議
巻
八
衛
禁
の
「
若
檀
開
門
者
」
の
律
文
に
対
す
る
疏
議
に
、

　
　
不
依
法
式
開
閉
。
三
越
罪
同
。
其
坊
正
・
丁
令
。
非
時
開
閉
坊
市
門
者
。
同
城
主
之
法
。
云
云
。

と
あ
っ
て
、
そ
れ
を
確
め
得
る
。
そ
の
た
め
、
前
引
用
文
に
続
い
て
、

　
　
即
是
有
故
許
開
。
中
略
。
喪
病
須
相
告
赴
。
誘
導
医
薬
。
齎
本
坊
文
牒
面
子
聴
。
其
応
聴
行
者
。
並
得
為
開
坊
市
門
。
云
云
。

と
あ
る
如
く
、
坊
門
が
閉
ざ
さ
江
た
後
に
、
喪
疾
病
な
ど
の
理
由
で
竪
文
牒
を
持
っ
て
来
た
者
に
は
、
坊
正
が
鍵
で
門
を
開
け
て
や
る
こ
と
に
な
る
。

坊
内
の
戸
数
の
多
さ
か
ら
考
え
て
、
本
坊
丈
牒
は
里
正
が
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
「
書
落
姦
非
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
治
安
維
持
の
職
務
、
即
ち
警
察
的
職
責
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
里
正
も
ま
た
、
警
察
的
職

務
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
「
検
察
非
違
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
。
同
じ
坊
内
の
役
人
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
表
現
が
異
っ
て
い

る
の
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
聖
賢
の
職
掌
が
馬
匹
と
相
違
す
る
根
本
的
な
も
の
は
、
坊
門
の
鍵
の
保
管
、
即
ち
坊
の
門
扉
の
管
理
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
呂
大
嘗
描
記
に
「
坊
有
傭
。
盛
業
門
。
通
亡
姦
偽
。
無
言
容
足
」
と
あ
る
如
く
、
門
内
の
治
安
は
壁
門
と
い
う
土
木
工
事
に
大

き
く
依
存
し
て
い
た
q
従
っ
て
、
寮
内
の
治
安
維
持
は
坊
の
壁
門
の
整
備
こ
そ
が
要
務
と
な
る
。
そ
の
た
め
壁
門
に
賦
与
せ
ら
れ
た
法
禁
の
威
力
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

大
で
あ
っ
た
。
壁
門
を
支
え
て
い
た
こ
の
法
言
を
破
る
姦
非
を
督
察
し
「
通
亡
姦
偽
も
足
を
容
る
る
所
な
し
」
と
い
う
整
然
た
る
状
態
を
保
た
し
め

る
職
責
を
、
坊
正
は
負
わ
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
時
代
は
降
る
が
、
旧
五
代
史
巻
一
〇
七
史
弘
奥
伝
に
、

　
　
時
太
白
昼
見
。
民
有
旧
観
者
。
為
坊
正
所
拘
。
云
云
。

と
あ
り
、
五
代
時
代
の
坊
正
が
み
え
る
。
こ
の
年
取
は
、
冊
府
元
亀
巻
四
四
八
将
帥
部
・
残
酷
の
項
に
、

　
　
史
弘
肇
。
為
侍
三
都
指
揮
使
。
部
轄
禁
書
。
警
衛
都
邑
。
中
略
。
時
太
白
昼
見
。
民
有
仰
観
者
。
為
坊
巡
所
拘
。
云
云
。

と
あ
っ
て
、
坊
巡
と
い
、
っ
て
い
る
。
こ
の
頃
の
都
邑
の
警
備
は
、
軍
巡
院
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
坊
巡
は
坊
内
の
巡
警
を
し
て
い
た
⑳
。
い
ま
、
万
代

唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
(
室
、
丞

数
名
と
在
る
M
W
0

と
う
し
た
実
態
か
ら
も
、
広
大
左
長
安
城
の
坊
正
の
職
掌
は
村
正
と
は
全
く
別
の
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知

b
得

る

りfE
‘、

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
と
と

K
少
し
く
坊
正
の
職
掌
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
し
か
し
、
と
と
で
は
そ
の
基
礎
的
左
事
実
の
確
定
の
み
を

行
う

K
止
め
、
そ
と
か
ら
生
ず
る
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
後
節
で
改
め
て
包
括
的

K
取
扱
う
こ
と
と
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

令
忙
よ
る
と
、
坊
正
の
職
掌
は
、
ま
ず
「
掌
坊
門
管
鎗
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
坊
の
門
扉
の
錠
前
の
鍵
を
保
管
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
京
城
門
の

鍵
を
保
管
し
た
門
下
省
の
城
門
郎
は
、
京
城
門
の
開
閉

K
も
当
っ
て
い
た
か
ら
側
、
坊
正
も
坊
門
の
鍵
の
保
管
と
と
も

K
、
そ
の
開
閉
に
も
当
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
唐
律
疏
議
巻
八
衛
禁
の
「
若
撞
開
門
者
」
の
律
文
忙
対
す
る
疏
議

K
、

不
依
法
式
開
閉
。
与
越
罪
問
。
其
坊
正
・
市
令
。
非
時
開
閉
坊
市
門
者
。
同
城
主
之
法
。
一
玄
云
。

と
あ
っ
て
、
そ
れ
を
確
め
得
る
。
そ
の
た
め
、
前
引
用
文

K
続
い
て
、

即
是
有
故
許
開
。
中
略
。
喪
病
須
相
告
赴
。
求
訪
医
薬
。
資
本
坊
文
牒
者
亦
聴
。
其
応
聴
行
者
。
並
得
為
開
坊
市
門
。
一
玄
云
。

と
あ
る
如
く
、
坊
門
が
閉
ざ
さ
れ
た
後

K
、
喪
疾
病
左
ど
の
理
由
で
坊
文
牒
を
持
ヲ
て
来
た
者
に
は
、
坊
正
が
鍵
で
門
を
聞
け
て
や
る
と
と
に
在
る
U

坊
内
の
戸
数
の
多
さ
か
ら
考
え
て
、
本
坊
文
牒
は
里
正
が
出
し
た
も
の
で
あ
る
う
。

次

K
「
督
祭
姦
非
」
で
あ
る
が
、
と
れ
は
こ
れ
ま
で
治
安
維
持
の
職
務
、
即
ち
警
察
的
職
責
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
里
正
も
ま
た
、
警
察
的
職

務
を
も
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
「
検
察
非
違
」
と
あ
る
と
と
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
。
同
じ
坊
内
の
役
人
で
あ
h
y
左
が
ら
、
そ
の
表
現
が
異
っ
て
い

る
の
は
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
坊
正
の
職
掌
が
里
正
と
相
違
す
る
根
本
的
左
も
の
は
、
坊
門
の
鍵
の
保
管
、
即
ち
!
坊
の
門
扉
の
管
理
で
あ

コ
た
と
と
で
あ
る
。
呂
大
防
題
記
陀
「
坊
有
滞
。
靖
有
門
。
遁
亡
姦
偽
。
無
所
容
足
」
と
あ
る
如
く
、
坊
内
の
治
安
は
壁
門
と
い
う
土
木
工
事
に
大

き
く
依
存
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
坊
内
の
治
安
維
持
は
坊
の
壁
門
の
整
備
と
そ
が
要
務
と
左
る
。
そ
の
た
め
壁
門

K
賦
与
せ
ら
れ
た
法
禁
の
威
力
は

大
で
あ
っ
た
。
壁
門
を
支
え
て
い
た
と
の
法
禁
を
破
る
姦
非
を
督
察
し
「
遁
亡
姦
偽
も
足
を
容
る
る
所
在
し
」
と
い
う
整
然
た
る
状
態
を
保
た
し
め

る
職
責
を
、
坊
正
は
負
わ
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
時
代
は
降
る
が
、
旧
五
代
史
巻
一

O
七
史
弘
肇
伝

K
、

時
太
白
昼
見
。
民
有
仰
観
者
。
為
坊
正
所
拘
。
云
云
。

と
あ
h
J
、
五
代
時
代
の
坊
正
が
み
え
る
。
と
の
坊
正
は
、
冊
府
元
亀
巻
四
四
八
将
帥
部
・
残
酷
の
項
に
、

史
弘
肇
。
為
侍
衛
都
指
揮
使
。
部
轄
禁
草
。
警
衛
都
邑
。
中
略
。
時
太
白
昼
見
。
民
有
仰
観
者
。
為
坊
巡
所
拘
。
一
玄
云
。

と
あ
っ
て
、
坊
巡
と
い
っ
て
い
る
。
と
の
頃
の
都
邑
の
警
備
は
、
軍
巡
院
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
坊
巡
は
坊
内
の
巡
警
一
を
し
て
い
た

ωo
い
ま
、
唐
代



と
混
溝
さ
せ
て
論
ず
る
の
は
問
題
が
あ
る
が
、
旧
五
代
史
が
坊
巡
を
坊
正
と
い
っ
て
い
る
所
か
ら
み
る
と
、
少
な
く
と
も
、
世
人
に
坊
正
は
坊
内
を

巡
警
す
る
も
の
と
の
了
解
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
唐
代
の
坊
正
も
同
様
に
、
坊
巷
を
巡
警
す
る
職
務
が
あ
っ
た
も
の
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
里
正
の
警
察
的
職
務
を
示
す
具
体
例
を
あ
げ
れ
ば
、
新
年
書
巻
一
九
七
竈
元
賞
伝
に
、

　
　
会
手
中
。
中
略
。
拝
京
兆
サ
。
都
市
多
侠
少
年
。
瓢
箪
墨
鑛
膚
。
脊
誰
誰
劫
坊
閻
。
元
象
虫
府
三
日
。
収
悪
少
。
必
死
三
十
余
輩
。
陳
諸
市
。

　
　
余
党
催
。
争
以
火
滅
其
文
。

と
あ
り
、
ま
た
、
太
平
広
記
　
初
回
六
三
　
無
頼
部
・
張
幹
等
の
項
に
、
西
陽
踏
固
に
出
ず
と
し
て
、
同
内
容
記
事
を
掲
げ
、

　
　
上
都
市
犀
悪
少
。
音
差
而
膚
筍
。
備
謡
物
形
状
。
侍
諸
軍
。
張
挙
二
重
。
中
略
。
京
兆
サ
蘇
元
賞
。
上
三
日
。
今
里
長
虫
捕
。
約
三
十
余
人
。

　
　
悉
杖
殺
。
屍
干
市
。
市
人
有
点
青
者
。
皆
炎
滅
之
。

と
あ
っ
て
、
市
緯
に
巣
食
っ
て
奮
闘
を
脅
か
し
て
い
た
無
頼
を
京
兆
サ
と
な
っ
た
騨
元
賞
が
、
直
ち
に
里
長
（
里
正
）
を
督
し
て
三
十
余
入
を
逮
捕

し
た
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
京
府
県
が
坊
内
の
警
察
業
務
に
里
正
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
坊
正
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
事
例
は
、
管
見

の
限
り
で
は
検
索
し
え
な
い
。

　
所
で
、
里
謡
が
坊
正
と
異
な
る
警
察
的
職
掌
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
い
ま
一
つ
の
手
書
り
と
し
て
、
坊
内
居
人
の
競
市
が
あ
る
。
こ
れ
は
京
兆

府
が
京
城
内
の
一
斉
捜
査
を
行
な
う
と
き
に
実
施
し
た
政
策
の
よ
う
で
あ
る
。
新
唐
書
巻
一
五
二
武
元
衡
伝
に
、
宰
相
武
元
衡
が
入
朝
の
途
上
を
藩

鎮
が
放
っ
た
刺
客
に
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
、

　
　
上
略
。
　
（
金
吾
衛
）
遷
司
伝
諜
。
盗
殺
宰
相
。
三
十
山
里
。
達
朝
堂
。
中
略
。
詔
金
吾
・
府
県
大
隠
。
云
云

と
あ
り
、
宗
相
武
元
衡
暗
殺
犯
入
の
逮
捕
の
た
め
、
大
索
の
詔
が
下
っ
て
い
る
。
大
回
と
は
、
冊
府
元
亀
　
巻
六
四
　
帝
王
部
・
発
号
令
．
元
和
十

年
六
月
辛
丑
の
条
に
、

　
　
盗
殺
宰
相
武
元
衡
。
中
略
。
於
是
。
京
師
大
曲
。
坊
市
居
人
団
団
。
中
略
。
公
卿
家
有
複
二
重
僚
者
。
画
工
之
。

と
あ
る
か
ら
、
坊
市
の
庶
民
の
住
居
は
勿
論
の
こ
と
、
公
卿
の
屋
敷
ま
で
徹
底
的
に
捜
査
を
行
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
坊
市
居
人
団
保
」
と

あ
る
の
は
、
旧
回
書
　
巻
一
五
　
憲
宗
紀
下
・
元
和
十
二
年
二
月
の
条
に
、

　
　
勅
。
京
善
人
。
豪
相
保
。
以
難
感
。
時
音
曲
宗
．
論
道
。
欲
阻
用
兵
之
勢
。
雪
隠
斎
忌
叢
。
焚
饗
之
積
。
流
矢
璽
．
。
恐
骸
の

　
　
京
国
。
故
捜
索
以
防
姦
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
（
室
永
〉

と
混
潜
さ
せ
て
論
ず
る
の
は
問
題
が
あ
る
が
、
旧
五
代
史
が
い
坊
巡
を
坊
正
と
い
っ
て
い
る
所
か
ら
み
る
と
、
少
-
な
く
と
も
、
世
人

K
坊
正
は
坊
内
を

巡
警
す
る
も
の
と
の
了
解
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
む
べ
き
で
あ
る
う
。
恐
ら
く
唐
代
の
坊
正
も
向
様

K
、
坊
巷
を
巡
警
す
る
職
務
が
あ
っ
た
も
の
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
里
正
の
警
察
的
職
務
を
示
す
具
体
例
を
あ
げ
れ
ば
、
新
唐
書
巻
一
九
七
醇
元
賞
伝

K
、

会
昌
中
。
中
略
。
拝
京
兆
予
。
都
市
多
侠
少
年
。
以
黛
墨
鏡
膚
。
本
勺
説
力
却
坊
閣
。
元
賞
到
府
三
日
。
収
悪
少
。
杖
死
三
十
余
輩
。
陳
諸
市
。

余
党
懐
。
争
以
火
滅
其
文
。

と
あ
わ
y
、
ま
た
、
太
平
広
記
巻
二
六
三
無
頼
部
・
張
幹
等
の
項
に
、
西
陽
雑
組
に
出
ず
と
し
て
、
同
内
容
記
事
を
掲
げ
、

上
都
市
韓
悪
少
。
率
目
覚
而
膚
街
。
備
衆
物
形
状
。
侍
諸
軍
。
張
挙
彊
却
。
中
略
。
京
兆
予
醇
元
賞
。
上
三
日
。
今
里
長
潜
捕
。
約
三
十
余
人
。

悉
杖
殺
。
屍
子
市
。
市
人
有
点
青
者
。
皆
炎
滅
之
。

と
あ
っ
て
、
市
臨
時

K
巣
食
っ
て
坊
闘
を
脅
か
し
て
い
た
無
頼
を
京
兆
予
と
在
っ
た
齢
元
賞
が
、
直
ち
に
里
長
(
里
正
)
を
督
し
て
三
十
余
人
を
逮
捕

し
た
と
あ
る
。
と
の
こ
と
か
ら
京
府
県
が
坊
内
の
警
察
業
務
に
皇
正
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
坊
正
に
つ
い
て
の
ζ

う
し
た
事
例
は
、
管
見

の
限

b
で
は
検
索
し
え
左
い
。

所
で
、
里
正
が
坊
正
と
異
左
る
警
察
的
職
掌
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る

w
ま
一
つ
の
手
掛
タ
と
し
て
、
坊
内
居
人
の
団
保
が
あ
る
。
と
れ
は
京
兆

府
が
京
城
内
の
一
斉
捜
査
を
行
左
う
と
き

K
実
施
し
た
政
策
の
よ
う
で
あ
る
。
新
唐
書
巻
一
五
二
武
元
衡
伝

K
、
宰
相
武
元
衡
が
入
朝
の
途
上
を
滞

鎮
が
放
っ
た
刺
客

K
暗
殺
さ
れ
た
と
と
を
記
し
て
、

上
略
。
(
金
吾
衛
)
遜
司
伝
謀
。
盗
殺
宰
相
。
連
十
余
里
。
達
朝
堂
。
中
略
。
詔
金
吾
・
府
県
大
索
。
云
一
玄

と
あ

b
、
宗
相
武
元
衡
暗
殺
犯
人
の
逮
捕
の
た
め
、
大
索
の
詔
が
下
っ
て
い
る
。
大
索
と
は
、
冊
府
元
亀
巻
六
四
帝
王
部
・
発
号
令
・
元
和
十

年
六
月
辛
丑
の
条

K
、

盗
殺
宰
相
武
元
街
。
中
略
。
於
是
。
京
師
大
索
。
坊
市
居
入
団
保
。
中
略
。
公
卿
家
有
複
壁
重
京
r

者
。
畢
察
之
。

と
あ
る
か
ら
、
坊
市
の
庶
民
の
住
居
は
勿
論
の
こ
と
、
公
卿
の
屋
敷
ま
で
徹
底
的

K
捜
査
を
行
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
坊
市
居
入
国
保
」
と

あ
る
の
は
、
旧
唐
書
巻
一
五
憲
宗
紀
下
・
元
和
十
二
年
二
月
の
条

K
、

勅
。
京
城
居
人
。
五
家
相
保
。
以
授
姦
態
。
時
王
承
宗
・
李
師
道
。
欲
阻
用
兵
之
勢
。
遺
人
折
唆
廟
之
戟
。
焚
観
葉
之
積
o

流
矢
飛
金
目
。
恐
防
相
)

円

d

京

国

。

故

捜

索

以

防

姦

。

(

唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
(
室
永
)



　
唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
（
室
永
）

と
あ
り
、
成
徳
の
王
承
宗
・
平
盧
の
李
師
道
が
手
下
を
送
り
込
ん
で
策
動
し
て
長
安
の
民
心
を
動
揺
せ
し
め
た
の
で
、
京
城
の
居
人
に
保
伍
を
指
示
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

し
て
城
内
の
捜
索
に
当
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
事
を
記
し
た
記
事
を
、
冊
府
元
亀
巻
⊥
二
四
帝
王
部
・
発
号
令
・
同
年
月
の
条
に
は
、

　
　
詔
。
京
城
峰
入
。
五
家
為
保
。
命
朝
耳
塞
官
中
。
条
流
家
人
部
曲
。
及
在
宅
参
散
人
数
。
送
府
県
。
其
寺
観
委
質
業
功
徳
使
。
景
勝
。
虞
二
方

　
　
三
好
謀
也
。
　
　
　
　
　
へ

と
あ
る
か
ら
、
城
内
の
一
斉
捜
査
に
際
し
そ
は
、
必
ず
留
保
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
団
保
と
は
、
資
治
通
蛭
巻
二
四
二
唐
紀
．
穆
宗
．
長
慶

二
年
夏
四
月
の
条
の
団
保
の
胡
注
に
、
　
「

　
　
団
保
者
。
団
結
戸
口
。
使
之
互
相
保
識
。

と
あ
り
、
唐
⊥
ハ
典
巻
三
戸
部
郎
中
員
外
郎
の
条
に
、

　
　
上
略
。
五
家
為
保
。
保
有
長
。
以
相
禁
約
。

と
あ
る
か
ら
、
坊
住
の
庶
民
の
保
伍
の
団
結
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
那
波
博
士
は
、
・
団
保
は
団
を
母
胎
と
し
て
行
人
を
選
出
し
、
こ
れ
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

っ
て
民
間
の
巡
察
警
備
組
織
が
つ
く
ら
れ
た
と
と
を
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
¢
。
ま
た
、
増
村
教
授
は
、
こ
の
と
き
の
保
伍
の
指
示
を
、
京
城
内
に
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ

ぐ
入
っ
て
き
て
い
る
客
戸
の
た
め
弛
緩
し
て
い
た
保
制
の
振
作
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
¢
。
確
か
に
、
玄
宗
の
開
元
二
十
一
年
置
大
漕
運
法
の
改
革

を
契
機
に
し
て
、
長
安
城
の
住
民
数
は
急
速
な
膨
脹
を
遂
げ
た
た
め
、
憲
章
の
こ
の
当
時
は
、
各
坊
内
に
か
な
り
多
く
客
戸
が
家
地
を
有
し
て
居
住

　
　
　
　
　
　
づ

し
て
い
た
か
ら
¢
、
こ
れ
ら
京
城
内
の
居
人
に
対
し
て
、
当
然
保
制
が
必
要
に
応
じ
て
更
新
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
先
掲
の
冊
府
元
亀
の
記
述

に
、
朝
官
・
書
中
の
家
人
・
部
曲
及
び
在
宅
の
参
散
人
の
数
を
府
県
に
届
け
さ
せ
、
懸
章
は
両
街
功
徳
使
に
お
い
て
把
握
せ
し
め
て
い
る
こ
と
よ
り

明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
大
索
の
と
き
の
団
保
は
、
坊
内
の
庶
民
に
保
伍
を
振
作
さ
せ
る
と
と
も
9
に
、
そ
れ
ら
保
伍
相
互
を
更
に
連
乾
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

し
め
た
も
の
と
思
え
る
の
で
あ
る
⑫
。
新
唐
書
巻
四
五
食
貨
志
・
銭
弊
の
項
の
元
和
初
の
条
に
、

　
　
京
兆
サ
斐
武
。
請
禁
与
商
買
飛
銭
者
。
捜
索
諸
坊
。
十
人
為
保
。
云
云
。

と
み
え
、
商
人
の
た
め
に
飛
銭
を
扱
う
こ
と
を
禁
じ
、
城
中
捜
索
を
行
な
い
、
十
人
ず
つ
の
保
を
つ
く
ら
せ
た
こ
と
が
み
え
る
。
飛
砂
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

日
野
博
士
の
御
研
究
が
あ
る
¢
。
そ
れ
に
よ
る
と
商
人
（
主
に
茶
商
人
）
の
た
め
に
飛
銭
を
扱
っ
て
い
た
の
は
、
坊
内
居
住
の
市
費
な
ど
の
富
家
で

あ
る
と
い
う
。
こ
れ
も
城
内
「
斉
捜
査
に
際
し
て
指
示
さ
れ
た
保
制
で
あ
る
が
、
　
「
十
人
為
重
」
と
み
え
る
の
は
特
殊
な
形
態
の
よ
う
で
あ
る
。
具

体
的
な
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
或
い
は
、
増
村
教
授
が
「
広
徳
三
年
三
保
母
子
文
書
」
の
第
二
文
書
を
分
析
さ
れ
て
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
の

唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
{
室
、
丞

と
あ

b
、
成
徳
の
王
承
宗
・
平
直
の
李
師
道
が
手
下
を
送
h
y
込
ん
で
策
動
し
て
長
安
の
民
心
を
動
揺
せ
し
め
た
の
で
、
京
城
の
居
人

K
保
伍
を
指
示

ω

し
て
城
内
の
捜
索

K
当
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
事
を
記
し
た
記
事
を
、
冊
府
元
亀
巻
六
四
帝
王
部
・
発
号
令
・
同
年
月
の
条

K
は、

詔
。
京
城
居
人
。
五
家
為
保
。
命
朝
官
及
宮
中
。
条
流
家
人
部
曲
。
及
在
宅
参
散
人
数
。
送
府
県
。
其
寺
観
委
両
街
功
徳
使
。
団
保
。
虞
二
方

之
好
謀
也
。

と
あ
る
か
ら
、
城
内
の
一
斉
捜
査

K
際
し
一
て
は
、
必
ず
団
保
が
行
左
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
o

団
保
と
は
、
資
治
通
鑑
巻
二
四
二
唐
紀
・
穆
宗
・
長
慶

二
年
夏
四
月
の
条
の
団
保
の
胡
注

K
、

団
保
者
。
団
結
戸
口
。
使
之
互
相
保
識
。

と
あ

b
、
唐
六
典
巻
三
戸
部
郎
中
員
外
郎
の
条

K
、

上
略
。
五
家
為
保
。
保
有
長
。
以
相
禁
約
。

と
あ
る
か
ら
、
坊
住
の
庶
民
む
保
伍
の
団
結
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
う
o

那
波
博
士
は
、
団
保
は
団
を
母
胎
と
し
て
行
人
を
選
出
し
、
こ
れ

K
よ

ヲ
て
民
聞
の
巡
察
警
備
組
織
が
つ
く
ら
れ
た
と
と
を
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る

ωo
ま
た
、
増
村
教
授
は
、
と
の
と
き
の
保
伍
の
指
示
を
、
京
城
内
に
多

、明#，

〈
入
っ
て
き
て
い
る
客
戸
の
た
め
弛
緩
し
て
い
た
保
制
の
振
作
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
や
O

確
か

K
、
玄
宗
の
開
元
二
十
一
年
の
大
漕
違
法
の
改
革

を
契
機

K
し
て
、
長
安
城
の
住
民
数
は
急
速
左
膨
脹
を
遂
げ
た
た
め
、
憲
宗
の
こ
の
当
時
は
、
各
坊
内

K
か
左

b
多
く
客
戸
が
家
地
を
有
し
て
居
住

し
て
い
た
か
ら

ω、
と
れ
ら
京
城
内
の
居
人
に
対
し
て
、
当
然
保
制
が
必
要

K
応
じ
て
更
新
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
o

そ
れ
は
先
掲
の
冊
府
元
亀
の
記
述

K
、
朝
官
・
{
呂
中
の
家
人
・
部
曲
及
び
在
宅
の
参
散
人
の
数
を
府
県

K
届
け
さ
せ
、
寺
観
は
両
街
功
徳
使

K
沿
い
て
把
握
せ
し
め
て
い
る
と
と
よ

b

明
ら
か
で
あ
る
o

だ
が
、
と
う
し
た
大
索
の
と
き
の
団
保
は
、
坊
内
の
庶
民

K
保
伍
を
振
作
さ
せ
る
と
と
も

K
、
そ
れ
ら
保
伍
相
互
を
更

K
連
保
せ

Aaヲ

し
め
た
も
の
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
。
新
唐
書
巻
四
五
食
貨
志
・
銭
弊
の
項
の
元
和
初
の
条

K
、

京
兆
晋
ノ
袈
武
。
請
禁
与
商
貰
飛
銭
者
。
捜
索
諸
坊
。
十
人
為
保
。
云
云
。

と
み
え
、
商
人
の
た
め

K
飛
銭
を
扱
う
こ
と
を
禁
じ
、
城
中
捜
索
を
行
左
い
、
十
人
ず
つ
の
保
を
つ
く
ら
せ
た
と
と
が
み
え
る
。
飛
銭

K
つ
い
て
は

日
野
博
士
の
御
研
究
が
あ
る
帥
o

そ
れ

K
よ
る
と
商
人
(
主

K
茶
商
人
)
の
た
め

K
飛
銭
を
扱
っ
て
い
た
の
は
、
坊
内
居
住
の
市
貰
左
ど
の
富
家
で

あ
る
と
い
う
。

ζ

れ
も
城
内
一
斉
捜
査
に
際
し
て
指
示
さ
れ
た
保
制
で
あ
る
が
、
「
十
人
為
保
」
と
み
え
る
の
は
特
殊
左
形
態
の
よ
う
で
あ
る
。
具

体
的
を
内
容
は
明
ら
か
で
は
左
い
が
、
或
い
は
、
増
村
教
授
が
「
広
徳
三
年
連
保
同
借
文
書
」
の
第
二
文
書
を
分
析
さ
れ
て
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
の



　
　
　
　
　
　
　
タ

と
同
様
な
形
式
で
¢
、
　
一
人
の
重
質
に
心
入
の
保
人
が
保
証
入
と
し
て
連
保
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
確
証
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も

京
兆
府
の
裁
量
に
よ
る
保
の
機
構
の
更
新
強
化
、
連
坐
の
拡
大
の
一
例
で
は
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
大
々
の
と
き
、
坊
内
に
散
居
す
る
庶
民
を
京
府
県
が
確
実
に
掌
握
す
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
こ
に
採
用
さ
れ
た
の
が
団
保

の
政
策
で
あ
っ
た
。
元
来
、
里
正
は
戸
口
を
調
査
し
た
り
、
賦
役
を
催
駆
す
る
の
が
職
掌
で
あ
っ
た
か
ら
、
三
内
に
他
郷
の
本
貫
を
有
す
る
も
の
た

ち
の
居
住
が
普
遍
化
し
て
き
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
里
正
の
職
務
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
遂
行
さ
れ
た
か
は
、
新
た
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

保
々
の
作
品
そ
し
て
団
保
は
保
伍
を
地
盤
と
し
て
い
た
か
ら
、
保
伍
を
積
み
上
げ
て
成
立
し
て
い
る
里
正
と
深
く
関
連
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

京
府
県
が
里
正
を
指
揮
し
て
坊
内
の
無
頼
の
検
挙
に
当
っ
て
い
る
の
も
、
こ
う
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

　
　
　
皿
　
坊
正
と
坊
卒

　
坊
内
の
治
安
が
保
伍
と
関
連
す
る
里
正
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
坊
正
の
警
察
的
職
責
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

か
。
曾
我
部
博
士
は
、
坊
正
の
職
掌
は
坊
門
の
鍵
を
保
管
し
、
坊
門
で
警
備
を
行
な
い
姦
非
を
督
察
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
⑫
。

確
か
に
愚
論
は
坊
門
の
鍵
の
保
管
に
当
り
、
坊
門
を
管
理
は
し
た
が
、
坊
門
で
の
警
備
に
当
っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
　
一
坊
数

千
家
を
擁
す
る
ほ
ど
の
広
大
な
坊
の
四
面
に
門
が
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
只
劇
人
の
斎
言
で
は
、
そ
の
警
備
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
坊
門
で
の
警
備
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
資
治
漏
壷
　
巻
二
五
四
　
唐
紀
・
僖
宗
・
中
和
元
年
八
月
の
条
に
、
鎮

海
節
度
使
周
回
が
宰
相
高
腰
を
詰
っ
た
こ
と
を
の
せ
、

　
　
宝
詣
之
日
。
彼
此
爽
江
為
節
度
使
。
汝
為
大
臣
。
我
量
坊
門
卒
邪
。

と
あ
り
、
そ
の
旧
注
に
、

　
　
　
長
安
城
中
百
坊
。
坊
皆
有
垣
。
有
門
。
門
皆
有
守
旧
。

と
あ
る
如
く
、
鼠
坊
の
坊
門
に
は
守
衛
の
兵
卒
が
お
り
、
こ
れ
が
坊
門
卒
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
坊
門
卒
が
坊
卒
で
あ
る
。
酉
陽
雑
姐
巻
九
盗
侠

の
項
に
、

　
　
黎
幹
為
京
兆
サ
。
時
曲
江
塗
龍
祈
雨
。
観
者
数
千
。
中
略
。
黎
疑
其
非
常
入
。
命
老
坊
卒
尋
之
。
至
蘭
陵
里
之
内
。
入
小
門
。
云
云
。

と
あ
る
は
、
工
学
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
坊
門
の
守
衛
が
唐
言
に
だ
け
み
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
当
初
よ
り
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
唐
律
疏
議
）

巻
二
六
雑
律
の
「
其
直
宿
坊
街
」
の
律
文
に
対
す
る
疏
議
に
、
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唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
（
室
永
）

A
q，
 

と
同
様
な
形
式
で

e、
一
人
の
市
買
に
十
人
の
保
人
が
保
証
人
と
し
て
連
保
し
た
も
の
で
は
左
い
か
と
考
え
る
が
確
証
は
左
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も

京
兆
府
の
裁
量

K
よ
る
保
む
機
構
の
更
新
強
化
、
連
坐
の
拡
大
の
一
例
で
は
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
大
索
の
と
き
、
坊
内

K
散
居
す
る
庶
民
を
京
府
県
が
確
実

K
掌
握
す
る
の
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
と
と

K
採
用
さ
れ
た
の
が
団
保

の
政
策
で
あ
っ
た
。
元
来
、
里
正
は
戸
口
を
同
調
査
し
た

b
、
賦
役
を
催
駆
す
る
の
が
職
掌
で
あ
っ
た
か
ら
、
坊
内

K
他
郷
の
本
買
を
有
す
る
も
の
た

ち
の
居
住
が
普
遍
化
し
て
き
た
と
き
、
そ
の
よ
う
左
里
正
の
職
務
が
具
体
的

K
ど
の
よ
う

K
遂
行
さ
れ
た
か
は
、
新
た

K
考
え
ね
ば
ま
ら
な
い
が
、

保
制
の
作
振
そ
し
て
団
保
は
保
伍
を
地
盤
と
し
て
い
た
か
ら
、
保
伍
を
積
み
上
げ
て
成
立
し
て
い
る
里
正
と
、
深
く
関
連
し
て
い
た
と
と
に
な
ろ
う
。

京
府
県
が
里
正
を
指
揮
し
て
坊
内
の
無
頼
の
検
挙
に
当
ヲ
て
い
る
の
も
、
と
う
し
た
と
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

置

坊

正

と

坊

卒

坊
内
の
治
安
が
保
伍
と
関
連
す
る
里
正

K
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
と
す
る
ま
ら
ば
、
坊
正
の
警
察
的
職
責
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
曾
我
部
博
士
は
、
坊
正
の
職
掌
は
坊
門
の
鍵
を
保
管
し
、
坊
門
で
警
備
を
行
左
い
姦
非
を
督
察
す
る
と
と
に
あ
っ
た
と
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る

eo

確
か

K
坊
正
は
坊
門
の
鍵
の
保
管

K
当

b
、
坊
門
を
管
理
は
し
た
が
、
坊
門
で
の
警
備
に
当
ヲ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
左
い
。
何
故
な
ら
ば
、
一
坊
数

千
家
を
擁
ナ
る
ほ
ど
の
広
大
左
坊
の
四
面

K
門
が
開
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
只
一
人
の
坊
正
で
は
、
そ
の
警
備
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
坊
門
で
の
警
備
が
全
く
左
さ
れ
て
い
左
か
っ
た
の
で
は
左
い
。
資
治
通
鑑
巻
二
五
四
唐
紀
・
倍
宗
・
中
和
元
年
八
月
の
条

K
、
鎮

海
節
度
使
周
宝
が
宰
相
高
耕
を
詰
っ
た
と
と
を
の
せ
、

宝
一
布
之
日
。
彼
此
爽
江
為
節
度
使
。
汝
為
大
臣
。
我
量
坊
門
卒
邪
。

と
あ

b
、
そ
の
胡
注

K
、

長
安
城
中
百
坊
。
坊
皆
有
垣
。
有
門
。
門
皆
有
守
卒
。

と
あ
る
如
く
、
各
坊
の
坊
門
に
は
守
衛
む
兵
卒
が
沿

b
、
こ
れ
が
坊
門
卒
と
い
わ
れ
て
い
た
。
と
の
坊
門
卒
が
坊
卒
で
あ
る
。
酉
陽
雑
組
巻
九
盗
侠

の
項

K
、
数
幹
為
京
兆
辛
ノ
。
時
曲
江
塗
龍
祈
雨
。
観
者
数
千
。
中
略
。
数
疑
其
非
常
人
。
命
老
坊
卒
尋
之
。
至
蘭
陵
里
之
内
。
入
小
門
。
云
云
。

と
あ
る
は
、
坊
卒
の
一
例
で
あ
る
o

と
の
坊
門
の
守
衛
が
麿
末
に
だ
け
み
ら
れ
る
も
の
で
左
く
、
当
初
よ

b
行
左
わ
れ
て
い
た
と
と
は
、
唐
律
疏
議
)

巻
二
六
雑
知
悼
の
「
其
直
宿
坊
街
」
の
律
文
に
対
す
る
疏
議

K
、

'

川

、

唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
(
室
一
丞



　
唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
（
室
・
杢

　
　
．
謂
諸
坊
応
閉
之
門
。
諸
街
喬
之
所
。
有
当
直
宿
。
云
云
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
大
塔
を
守
衛
し
た
軍
隊
は
、
先
述
し
た
如
く
、
金
吾
衛
で
あ
っ
た
か
ら
坊
門
の
守
卒
も
同
じ
金
吾
衛
の
兵
卒
で

あ
っ
た
。
金
吾
衛
の
職
掌
は
「
左
右
金
吾
。
掌
濯
捕
姦
非
㈲
」
と
い
わ
れ
、
警
濯
し
て
姦
非
を
逮
捕
す
る
に
あ
っ
た
。
唐
会
要
巻
七
一
・
十
二
衛
の

項
に
、

　
　
神
龍
三
年
八
月
二
十
六
日
勅
。
諸
街
鋪
並
令
左
右
金
吾
中
郎
将
自
信
。
伍
各
是
等
毅
両
人
。
助
巡
隊
。

と
み
え
、
金
吾
衛
の
中
郎
将
が
自
ら
密
着
鋪
を
巡
警
し
て
い
た
が
、
中
中
の
神
事
三
年
に
な
っ
て
、
果
毅
都
尉
亀
入
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
坊
卒
は

こ
の
金
吾
衛
の
兵
卒
で
あ
る
か
ら
、
府
兵
役
で
上
番
し
た
衛
士
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
坊
門
の
警
備
に
金
吾
衛
の
衛
士
が
配
さ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、

金
吾
衛
は
城
内
の
巡
警
に
当
る
も
の
の
、
後
に
は
街
司
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
魔
睡
を
管
掌
す
る
の
み
で
、
坊
内
の
警
察
に
は
全
く
干
渉
し
な
か
っ

た
の
で
、
管
轄
権
の
所
在
を
大
街
に
向
っ
て
開
か
れ
た
坊
門
ま
で
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
所
で
、
金
吾
衛
が
大
越
警
備
の
必
要
上
、
坊
門
ま
で
を
管
轄
し
、
回
内
の
警
察
権
は
侵
さ
な
い
と
い
う
分
掌
主
義
で
は
、
治
安
体
制
に
間
隙
を
生

ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
補
っ
て
い
た
の
が
、
京
府
県
の
県
尉
と
知
曲
事
盗
で
あ
っ
た
。
県
尉
は
萬
年
・
－
長
安
両
県
に
各
六
人
ず
つ
澄
つ
た
。
知

捕
賊
盗
に
つ
い
て
は
、
唐
会
要
　
巻
七
五
　
雑
処
置
・
開
成
元
年
十
月
の
条
の
中
書
門
下
の
上
奏
の
一
節
に
、

　
　
其
両
府
司
録
及
尉
・
画
廊
賊
盗
。
皆
籍
幹
能
。
用
差
専
任
。
中
略
。
自
今
已
後
。
京
兆
府
及
河
南
府
司
録
及
尉
・
知
捕
露
虫
。
拠
官
資
合
入
者

　
　
充
。
云
云
。
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と
あ
る
。
知
遇
賊
盗
は
県
尉
の
職
掌
と
重
複
す
る
が
そ
れ
だ
け
任
務
が
多
か
っ
た
と
思
え
る
。
こ
れ
ら
の
下
に
は
「
忠
直
吏
¢
」
「
所
由
e
」
と
呼

ば
れ
る
属
吏
が
置
か
れ
て
い
た
。

　
い
ま
、
京
府
県
の
県
尉
・
知
捕
賊
盗
と
金
吾
衛
と
の
性
格
の
相
違
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
、
身
寄
・
知
鼠
賊
盗
の
警
察
権
が
其
内
に
ま
で
及
ぶ
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
次
に
、
司
法
権
、
即
ち
如
意
の
獄
を
も
つ
官
司
の
警
察
官
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
点
が
指
摘
で
き
る
。
金
吾
衛
に
獄
が
置
か
れ

な
か
っ
た
こ
と
は
、
新
唐
書
　
巻
五
六
　
刑
法
志
に
、

　
　
凡
州
県
皆
有
獄
。
而
京
兆
・
河
南
獄
治
京
師
。
其
諸
司
有
罪
。
及
金
吾
捕
者
。
又
著
大
断
獄
。

と
あ
る
こ
と
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
A
金
吾
衛
が
逮
捕
者
を
全
て
大
理
寺
今
に
送
っ
た
の
で
は
壕
い
こ
と
で
あ
る
。
、

週
令
拾
遺
・
獄
官
令
に
よ
れ
ば
、
唐
六
典
巻
六
刑
部
中
員
外
郎
の
条
に
「
若
金
吾
糺
獲
。
亦
送
大
理
」
と
あ
る
条
文
は
、
日
本
獄
丁
に
相
当
す
る
と

唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
(
室
、
丞

謂

諸

坊

応

閉

之

門

。

諸

街

守

衛

之

所

。

有

当

直

宿

。

云

云

。

川

J

と
あ
る
と
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
大
街
を
守
衛
し
た
箪
隊
は
、
先
述
し
た
如
く
、
金
吾
衛
で
あ
っ
た
か
ら
坊
門
の
守
卒
も
同
じ
金
吾
衛
の
兵
卒
で

あ
ヲ
た
。
金
吾
衛
の
職
掌
は
「
左
右
金
吾
o

掌
遜
捕
姦
非

ω一
」
と
い
わ
れ
、
警
遅
し
で
姦
非
を
逮
捕
す
る

K
あ
っ
た
。
唐
会
要
巻
七
一
・
十
二
衛
の

項
に
、
神
龍
三
年
八
月
二
十
六
日
勅
。
諸
街
鋪
並
令
左
右
金
吾
中
郎
将
自
巡
。
の
各
加
果
毅
両
人
。
助
巡
隊
。

と
み
え
、
金
吾
衛
の
中
郎
将
が
自
ら
諸
街
鋪
を
巡
警
し
て
い
た
が
、
中
宗
の
神
龍
三
年
に
左
っ
て
、
果
毅
都
尉
二
人
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
坊
卒
は

と
の
金
吾
衛
の
兵
卒
で
あ
る
か
ら
、
府
兵
役
で
上
番
し
た
衛
士
で
あ
る
。
で
は
左
ぜ
坊
門
の
警
備

K
金
一
昔
衛
の
衛
士
が
配
さ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、

金
吾
衛
は
城
内
の
巡
警

K
当
る
も
の
の
、
後

K
は
街
司
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
大
街
を
管
掌
す
る
の
み
で
、
坊
内
の
警
察

K
は
全
く
干
渉
し
左
か
っ

た
の
で
、
管
轄
権
の
所
在
を
大
街

K
向
っ
て
開
か
れ
た
坊
門
ま
で
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

所
で
、
金
五
口
衛
が
大
街
警
備
の
必
要
上
、
坊
門
ま
で
を
管
轄
し
、
坊
内
の
警
察
権
は
侵
さ
左
い
と
い
う
分
掌
主
義
で
は
、
治
安
体
制

K
間
隙
を
生

ず
る
と
と
に
在
る
。
と
れ
を
補
っ
て
い
た
の
が
、
京
府
県
の
県
尉
と
知
捕
賊
盗
で
あ
っ
た
。
県
尉
は
高
年
・
長
安
両
県
に
各
六
人
ず
つ
・
沿
っ
た
。
知

捕
賊
盗

K
つ
い
て
は
、
唐
会
要
巻
七
五
雑
処
置
・
開
成
元
年
十
月
の
条
の
中
書
門
下
の
上
奏
の
一
節

K
、

其
両
府
司
録
及
尉
・
知
捕
賊
盗
。
皆
籍
幹
能
。
用
差
専
任
。
中
略
。
自
今
己
後
。
京
兆
府
及
河
南
府
司
録
及
尉
・
知
捕
賊
盗
。
拠
官
資
合
入
者

充
。
云
云
。

と
あ
る
o

知
捕
賊
盗
は
県
尉
の
職
掌
と
重
複
す
る
が
そ
れ
だ
け
任
務
が
多
か
っ
た
と
思
え
る
。
こ
れ
ら
の
下
に
は
「
捕
賊
吏
倒
」
「
所
由
附
」
と
呼

ば
れ
る
属
更
が
置
か
れ
て
い
た
。

い
ま
、
京
府
県
の
県
尉
・
知
捕
賊
盗
と
金
吾
衛
と
の
性
格
の
相
違
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
、
県
尉
・
知
捕
賊
盗
の
警
察
権
が
坊
内
に
ま
で
及
ぶ
と

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
次

K
、
司
法
権
、
即
ち
推
鞠
の
獄
を
も
っ
県
司
の
警
察
官
と
い
う
立
場

K
あ
ヲ
た
点
が
指
摘
で
き
る
。
金
吾
衛

K
獄
が
置
か
れ

左
か
っ
た
と
と
は
、
新
唐
書
巻
五
六
刑
法
志

K
、

凡
州
県
皆
有
獄
。
市
京
兆
・
河
南
獄
治
京
師
。
其
諸
司
有
罪
。
及
金
吾
捕
者
。
叉
有
大
理
獄
。

と
あ
る
と
と
よ

b
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
と
と
で
注
意
す
べ
き
は
、
金
吾
衛
が
逮
捕
者
を
全
て
大
理
寺
獄
に
送
っ
た
の
で
は
左
い
と
と
で
あ
る
。

唐
令
拾
遺
・
獄
官
令
に
よ
れ
ば
、
唐
六
典
巻
六
刑
部
中
員
外
郎
の
条
に
「
若
金
吾
札
獲
。
亦
送
大
理
」
と
あ
る
条
文
は
、
日
本
獄
令

K
相
当
す
る
と



い
わ
れ
る
か
ら
、
日
本
禁
令
に
は
あ
る
「
非
貫
属
京
極
」
の
箇
条
を
補
っ
て
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
金
吾
衛
の
逮
捕
者
の
う
ち
、
京
師
に
本

貫
の
な
い
者
は
大
理
寺
の
獄
に
送
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
太
平
広
記
　
巻
心
六
三
　
無
頼
部
・
王
孫
所
の
項
に
、
朝
野
食
載
に
出
ず
と
し
て
、

　
　
唐
長
孫
断
。
皇
后
之
車
夫
。
・
与
妻
表
兄
中
仙
玉
乗
馬
二
十
余
論
。
並
列
瓜
樋
。
手
馴
中
行
。
御
史
大
夫
李
傑
在
坊
内
参
嬢
母
。
僅
僕
在
門
外
。

　
　
折
与
仙
郎
。
使
奴
打
傑
左
右
。
中
略
。
須
輿
。
金
吾
及
萬
年
県
官
再
興
。
送
野
心
之
。
云
云
。

と
あ
り
、
大
呼
で
起
っ
た
こ
の
出
来
事
に
、
金
吾
衛
と
萬
年
県
官
が
駆
け
付
け
て
、
長
孫
所
を
県
司
に
送
っ
て
禁
足
せ
し
め
て
い
る
こ
と
よ
り
、
そ

れ
を
確
め
得
よ
う
。

　
こ
う
し
た
金
吾
衛
・
京
府
県
の
治
安
機
構
の
他
に
、
特
殊
な
形
態
で
坊
の
秩
序
維
持
に
関
与
し
た
政
府
機
構
に
御
史
台
が
あ
っ
た
。
こ
の
御
史
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て
は
、
既
に
先
学
の
御
研
究
が
あ
る
⑥
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
史
台
は
監
察
御
史
を
差
遣
し
て
、
承
天
・
朱
雀
大
街
を
以
っ
て
左
右
に
分
け

し
め
、
毎
月
、
刑
部
・
大
理
寺
・
東
西
徒
坊
・
金
吾
及
県
獄
を
巡
視
せ
し
め
て
い
た
と
い
う
。
御
史
台
が
監
察
御
史
に
城
内
を
分
巡
せ
し
め
る
の
は

資
治
通
鑑
　
巻
二
三
九
　
唐
紀
・
三
三
・
元
和
十
一
年
冬
十
月
庚
子
の
条
の
胡
注
に
、

　
　
元
和
入
年
。
　
（
御
史
年
盛
）
辟
存
誠
奏
。
得
両
巡
御
史
状
。
以
承
平
。
旧
制
。
両
鐙
本
属
台
司
。
其
所
由
毎
月
衙
集
。
動
静
申
報
。
如
所
報
差

　
　
膠
。
挙
勘
悉
在
台
中
。

と
あ
る
如
く
、
京
師
の
安
寧
秩
序
の
動
静
を
掌
握
す
る
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
京
師
の
行
政
に
当
っ
て
い
る
官
僚
の
非
違
を
検
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
接
的
に
は
坊
の
治
安
に
は
関
係
せ
ず
と
も
、
関
係
官
僚
の
監
察
を
通
じ
て
間
接
的
に
坊
の
治
安
維
持
に
関
与
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
御
。

　
所
で
、
監
察
御
史
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
城
内
分
巡
は
、
通
典
　
巻
二
五
　
監
察
御
史
の
項
に
「
開
元
初
革
。
以
殿
中
掌
左
右
巡
」
と
あ
っ
て

玄
宗
の
開
元
初
年
以
後
は
殿
中
侍
御
史
に
移
っ
て
い
る
。
こ
の
開
元
初
年
の
改
革
は
、
所
謂
左
右
巡
使
の
設
置
と
関
係
が
あ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
府
兵
制
の
崩
壊
に
伴
っ
て
変
質
化
を
迫
ま
ら
れ
た
金
吾
衛
の
機
構
改
革
、
即
ち
左
右
街
使
の
設
畳
と
も
関
連
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
註

ω
　
主
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
唐
の
三
位
「
両
京
新
記
」
、
北
面
の

　
宋
敏
求
「
長
安
志
」
、
清
の
徐
松
「
唐
両
京
城
坊
考
」
な
ど
の
中

　
国
の
学
者
の
研
究
は
、
根
本
的
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
学

唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
（
室
永
）

者
に
よ
っ
て
は
、
明
治
以
後
、
桑
原
騰
蔵
博
士
、
那
波
利
貞
博
士
、

総
締
鉾
霧
磐
ほ
螺
助
博
士
の
諸
先
学
に
よ
ω

日
本
獄
令
に
は
あ
る
「
非
貫
属
京
者
」
の
箇
条
を
補
っ
て
読
む
べ
き
で
あ
る
う
。
即
ち
、
金
吾
衛
の
逮
捕
者
の
う
ち
、
京
都

K
本

貫
の
左
い
者
は
大
理
寺
の
獄

K
送
れ
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
太
平
広
記
巻
二
六
三
無
頼
部
・
長
孫
析
の
項

K
、
朝
野
愈
載
に
出
ず
と
し
て
、

唐
長
孫
析
。
皇
后
之
妹
夫
。
与
妻
表
兄
楊
仙
玉
乗
馬
二
十
余
騎
。
並
列
瓜
拙
。
於
街
中
行
。
御
史
大
夫
李
傑
在
坊
内
参
嬢
母
。
偉
僕
在
門
外
。

折
与
仙
郎
。
使
奴
打
傑
左
右
。
中
略
。
須
央
。
金
五
口
及
寓
年
県
官
並
到
。
送
県
禁
之
。
去
一
玄
。

と
あ

b
、
大
街
で
起
っ
た
と
の
出
来
事
花
、
金
吾
衛
と
高
年
県
官
が
駆
け
付
け
て
、
長
孫
析
を
県
司
に
送
っ
て
禁
足
せ
し
め
て
い
る
と
と
よ

b
、
そ

れ
を
確
め
得
ょ
う
0

と
う
し
た
金
吾
衛
・
京
府
県
の
治
安
機
構
の
他

K
、
特
殊
左
形
態
で
坊
の
秩
序
維
持

K
関
与
し
た
政
府
機
構
K
御
史
台
が
あ
っ
た
。
と
の
御
史
台

、3J

に
つ
い
て
は
、
既

K
先
学
の
御
研
究
が
あ
る
例
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
史
台
は
監
察
御
史
を
差
遣
し
て
、
承
天
・
朱
雀
大
街
を
以
っ
て
左
右

K
分
け

し
め
、
毎
月
、
刑
部
・
大
理
寺
・
東
西
徒
坊
・
金
吾
及
県
獄
を
巡
視
せ
し
め
て
い
た
と
い
う
。
御
史
台
が
監
察
御
史

K
城
内
を
分
巡
せ
し
め
る
の
は

資
治
通
鑑
巻
二
三
九
唐
紀
・
憲
宗
・
元
和
十
一
年
冬
十
月
庚
子
の
条
の
胡
注

K
、

元
和
八
年
。
〈
御
史
中
丞
)
醇
存
誠
奏
。
得
両
巡
御
史
状
。
以
承
平
。
旧
制
。
両
街
本
属
台
司
。
其
所
由
毎
月
街
集
。
動
静
申
報
。
如
所
報
差

緩
。
挙
勘
悉
在
台
中
。

と
あ
る
如
く
、
京
師
の
安
寧
秩
序
の
動
静
を
掌
握
す
る

K
あ
っ
た
。
そ
し
て
京
師
の
行
政

K
当
っ
て
い
る
官
僚
の
非
違
を
検
察
す
る
こ
と
に
よ

b
、、，J

直
接
的
に
は
坊
の
治
安

K
は
関
係
せ
ず
と
も
、
関
係
官
僚
の
監
察
を
通
じ
て
間
接
的

K
坊
の
治
安
維
持

K
関
与
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
例
。

所
で
、
監
察
御
史

K
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
城
内
分
巡
は
、
通
典
巻
二
五
監
察
御
史
の
項

K
「
開
元
初
革
。
以
殿
中
掌
左
右
巡
」
と
あ
っ
て

玄
宗
の
開
元
初
年
以
後
は
殿
中
侍
御
史
に
移
っ
て
い
る
。
と
の
開
元
初
年
の
改
革
は
、
所
謂
左
右
巡
使
の
設
置
と
関
係
が
あ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
府
兵
制
の
崩
壊

K
伴
っ
て
変
質
化
を
迫
ま
ら
れ
た
金
吾
衛
の
機
構
改
革
、
即
ち
左
右
街
使
の
設
置
と
も
関
連
し
て
〈
る
の
で
あ
る
。

い
わ
れ
る
か
ら
、

註
ω
主
左
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
唐
の
違
述
「
両
京
新
記
」
、
北
宋
の

宋
敏
求
「
長
安
志
」
、
清
の
徐
松
「
唐
両
京
城
坊
考
」
左
ど
の
中

国
の
学
者
の
研
究
は
、
根
本
的
資
料
と
左
っ
て
い
る
。
日
本
の
学

唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
(
室
丞

者
K
よ
っ
て
は
、
明
治
以
後
、
桑
原
隙
蔵
博
士
、
那
波
利
貞
博
士
、

足
立
喜
六
博
士
、
加
藤
繁
博
士
、
石
田
幹
之
助
博
士
C
諸
先
学
に
よ
)
噌

A

っ
て
研
究
せ
ら
れ
た
も
の
は
少
左
く
左
い
。

'u



唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
（
室
永
）

ω
　
唐
六
典
巻
七
工
部
員
外
郎
条
、
旧
唐
書
巻
三
八
地
理
志
、
長

　
安
志
巻
七
、
唐
両
京
城
坊
考
巻
二
参
照
。

㈲
　
発
掘
調
査
報
告
書
と
し
て
は
、
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
西

　
安
発
掘
隊
「
唐
代
長
安
城
考
古
三
略
」
　
（
考
古
一
九
六
三
一
一

　
一
）
。
尚
、
平
岡
教
授
「
唐
の
長
安
」
　
（
歴
更
教
育
一
四
－
一

　
二
）
、
佐
藤
教
授
「
長
安
」
　
（
世
界
史
研
究
双
書
入
）
に
は
詳

　
細
な
数
値
の
対
照
表
が
あ
る
の
で
参
考
と
し
た
。

ω
　
日
野
博
士
「
唐
代
大
城
邑
の
戸
数
規
模
に
つ
い
て
」
　
（
東
洋

　
史
学
二
七
輯
）
。

㈲
　
日
野
博
士
「
唐
代
城
邑
の
坊
市
の
角
隅
に
つ
い
て
」
　
（
東
洋

　
学
報
四
七
一
三
）
、
那
波
博
士
「
都
市
の
発
達
と
庶
民
生
活
の

　
向
上
」
　
（
東
洋
文
化
史
大
系
・
単
元
時
代
）
。

㈲
　
例
え
ば
、
二
軍
書
巻
三
九
地
理
志
・
河
東
道
の
太
原
城
参
照
。

ω
　
京
城
の
城
壁
は
、
洛
陽
城
も
一
丈
八
尺
と
規
定
し
て
あ
る
の

　
で
、
王
都
の
城
壁
の
高
さ
は
、
実
際
も
こ
の
高
さ
が
維
持
さ
れ
　
，

　
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

⑧
　
宮
崎
博
士
前
掲
論
文
参
照
。

⑨
唐
律
疏
議
巻
八
衛
禁
「
若
檀
開
門
者
」
の
律
文
の
疏
議
参
照
。

⑩
　
唐
水
回
式
残
巻
に
は
「
十
字
街
側
。
至
当
鋪
衛
士
修
理
」
と

　
あ
り
「
雍
洛
霊
異
小
録
に
は
「
令
金
吾
毎
街
隅
云
云
」
と
あ
る
。
．

⑪
　
日
野
博
士
前
掲
論
文
参
照
。
ま
た
、
那
波
博
士
「
唐
代
行
人

　
考
」
（
東
亜
入
文
学
報
三
i
四
）
に
も
犯
夜
の
こ
と
が
詳
細
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

⑫
　
長
安
志
巻
七
唐
京
城
項
参
照
。

⑬
　
唐
代
郷
里
制
の
研
究
は
き
わ
め
て
盛
ん
で
、
諸
先
学
の
力
作
は
澄
び

　
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
郷
制
全
体
の
動
き
に
つ
い

　
て
は
、
中
村
治
兵
衛
教
授
「
唐
代
の
郷
」
　
（
鈴
木
俊
教
授
還
暦
記
念
東

　
洋
史
論
叢
所
収
）
が
詳
し
い
。

⑭
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
対
立
す
る
見
解
が
あ
る
。

⑮
　
宮
崎
博
士
「
淫
心
を
隣
と
為
す
」
　
（
東
洋
史
研
究
一
一
一
｝
）
、
増

　
村
教
授
「
唐
の
隣
保
制
」
　
（
鹿
大
史
学
六
）
参
照
。

⑯
　
註
ω
論
文
参
照
。

㈲
　
註
⑧
論
文
参
照
。

㈹
　
曾
我
部
博
士
前
掲
論
文
、
宮
崎
博
士
「
中
国
に
お
け
る
村
制
の
成
立
」

　
（
東
洋
史
研
究
一
八
i
四
）
、
宮
川
博
士
「
唐
・
五
代
の
村
落
生
活
」

　
（
岡
山
大
学
法
哲
学
部
学
術
紀
要
五
）
参
照
。

09

@
唐
六
典
巻
八
城
門
拙
意
参
照
。

⑳
　
拙
稿
「
五
代
時
代
の
軍
巡
院
と
馬
歩
院
の
裁
判
」
　
（
東
洋
史
研
究
二

　
四
－
四
）
参
照
。

⑳
　
那
波
博
士
註
⑪
論
文
参
照
。

㈱
　
増
村
教
授
註
⑮
論
文
参
照
。

㈱
　
註
ω
論
文
参
照
。

㊨
　
佐
竹
靖
彦
氏
「
吟
興
郷
村
制
度
之
形
成
過
程
」
　
（
東
洋
更
研
究
二
五

　
i
三
）
参
照
。

唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
(
室
、
丞

ω
唐
六
典
巻
七
工
部
員
外
郎
条
、
旧
唐
書
巻
三
八
地
理
志
、
長

安
志
巻
七
、
唐
両
京
城
坊
考
巻
二
参
照
。

ω
発
掘
調
査
報
告
書
と
し
て
は
、
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
西

安
発
掘
隊
「
唐
代
長
安
城
考
古
紀
略
」
(
考
古
一
九
六
三

l
一

一
〉
。
尚
、
平
岡
教
授
「
唐
の
長
安
」
(
歴
史
教
育
一
四
l
一

一
己
、
佐
藤
教
授
「
長
安
」
(
世
界
史
研
究
双
書
八

)
K
は
詳

細
左
数
値
の
対
照
表
が
あ
る
の
で
参
考
と
し
た
。

ω
日
野
博
士
「
唐
代
大
城
邑
の
戸
数
規
模

K
つ
い
て
」
(
東
洋

史
学
二
七
輯
)
。

ω
日
野
博
士
「
唐
代
城
邑
の
坊
市
の
角
隅
に
ヲ
い
て
」
(
東
洋

学
報
四
七

l
一
ニ
)
、
那
波
博
士
「
都
市
の
発
達
と
庶
民
生
活
の

向
上
」
(
東
洋
文
化
史
大
系
・
宋
元
時
代
)
。

ω
例
え
ば
、
新
唐
室
田
巻
三
九
地
理
志
・
河
東
道
の
太
原
城
参
照
。

的
京
城
の
城
壁
は
、
洛
陽
城
も
一
丈
八
尺
と
規
定
し
て
あ
る
の

で
、
王
都
の
城
壁
の
高
さ
は
、
実
際
も
と
の
高
さ
が
維
持
さ
れ

て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ω
宮
崎
博
士
前
掲
論
文
参
照
。

ω
唐
律
疏
議
巻
八
衛
禁
「
若
撞
関
門
者
」
む
律
文
の
疏
議
参
照
o

M
W

唐
水
部
式
残
巻
に
は
「
十
字
街
側
。
令
当
鋪
衛
士
修
理
」
と

あ
h
y
潅
洛
霊
異
小
録

K
は
「
令
金
吾
毎
街
隅
云
云
」
と
あ
る
。

日
野
博
士
前
掲
論
文
参
照
。
ま
た
、
那
波
博
士
「
唐
代
行
人

(
東
亜
人
文
学
報
三

l
四
)

K
も
犯
夜
の
と
と
が
詳
細
K

-引

M
，

h
H
F
 考
」

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ω
長
安
志
巻
七
唐
京
城
項
参
照
。

ω
唐
代
郷
里
制
の
研
究
は
き
わ
め
て
盛
ん
で
、
諸
先
学
の
力
作
は
b
び

た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
郷
制
全
体
の
動
き
に
つ
い

て
は
、
中
村
治
兵
衛
教
授
「
唐
代
の
郷
」
(
鈴
木
俊
教
授
還
暦
記
念
東

洋
史
論
叢
所
収
)
が
詳
し
い
。

M
W

こ
れ

K
つ
い
て
は
対
立
す
る
見
解
が
あ
る
。

一
切
宮
崎
博
士
「
四
家
を
隣
と
為
す
」
(
東
洋
史
研
究
一
一

i
一
)
、
増

村
教
授
「
唐
の
隣
保
制
」
(
鹿
大
史
学
六
)
参
照
。

M
W

註

ω論
文
参
照
。

一
切
註

ω論
文
参
照
。

M
W

曾
我
部
博
士
前
掲
論
文
、
宮
崎
博
士
「
中
国
k
b
け
る
村
制
の
成
立
」

(
東
洋
史
研
究
一
入

i
四
)
、
宮
川
博
士
「
唐
・
五
代
の
村
落
生
活
」

(
岡
山
大
学
法
文
学
部
学
術
紀
要
五
)
参
照
。

M
W

唐
ム
ハ
典
巻
八
城
門
郎
条
参
照
。

一
切
拙
稿
「
五
代
時
代
の
軍
巡
院
と
馬
歩
院
の
裁
判
」

四
l
四
)
参
照
。

ω
那
波
博
士
註

ω論
文
参
照
。

ω
増
村
教
授
註

ω論
文
参
照
o

M
W

註

ω論
文
参
照
。

仰
佐
竹
靖
彦
氏
「
宋
代
郷
村
制
度
之
形
成
過
程
」

ー
三
)
参
照
。

(12) 

(
東
洋
史
研
究
ニ

(
東
洋
史
研
究
二
五



㈲
　
日
野
博
士
「
唐
代
便
換
考
」

　
参
照
。

（
史
淵
ニ
ニ
・
二
三
・
二
五
）

㈲
　
註
⑮
論
文
参
照
。

⑳
　
前
掲
論
文
参
照
。

㈱
　
通
鑑
巻
二
三
九
唐
紀
・
憲
宗
・
元
和
十
年
六
日
条
胡
注
参
照
。

㈲
　
例
え
ば
、
旧
唐
書
巻
一
八
四
質
明
観
伝
参
照
。

㈹
　
例
え
ば
、
太
平
広
記
巻
三
九
〇
塚
三
部
・
厳
安
之
項
参
照
。

⑳
　
築
山
博
士
「
唐
代
政
治
制
度
の
研
究
」
参
照
。

㊤勿

@
例
え
ば
、
唐
会
要
巻
六
二
御
史
台
・
出
使
・
貞
観
十
七
年
条
参

　
照
。

室三和川

執
筆
者
紹
介

永
　
芳
　
三

国
立
有
明
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授

智
　
重
　
明

九
州
大
学
文
学
部
教
授

田
　
正
　
廣

九
州
大
学
文
学
部
研
究
生

勝
　
　
　
守

九
州
大
学
文
学
部
講
師

（13）

唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
（
室
永
）

(
史
淵
二
二
・
二
三
・
二
五
)

例
日
野
博
士
「
唐
代
使
換
考
」

参
照
o

M
W

註
同
論
文
参
照
o

M
W

前
掲
論
文
参
照
。

側
通
鑑
巻
二
三
九
唐
紀
・
憲
宗
・
元
和
十
年
六
日
条
胡
注
参
照
。

倒
例
え
ば
、
旧
唐
書
巻
一
八
四
賀
明
観
伝
参
照
。

一
側
例
え
ば
、
太
平
広
記
巻
三
九

O
塚
墓
部
・
厳
安
之
項
参
照
。

ω
築
山
博
士
「
唐
代
政
治
制
度
の
研
究
」
参
照
。

ω
例
え
ば
、
唐
会
要
巻
六
二
御
史
台
・
出
使
・
貞
観
十
七
年
条
参

照。

唐
都
長
安
城
の
坊
制
と
治
安
機
構
(
室
丞

執
筆
者
紹
介

室.

永

芳

三

国
立
有
明
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授

越

智

重
九
州
大
学
文
学
部
教
授

明

末日

正

農

九
州
大
学
文
学
部
研
究
生

田

1
 
1
 

1
1ノ

勝

守
九
州
大
学
文
学
部
講
師

(13) 
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